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（省庁名：内閣府）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

1．雇用
沖縄県における保育所待機児
童対策の拡充（－）

平成20年度に約9億円の国庫補助により
10.3億円規模で沖縄県に設置した「沖縄県
保育所入所待機児童対策特別事業基金」を
活用した、認可外保育施設に対する補助制
度の改善・見直し

＜基金管理運営要領の改正＞
平成22年1月28日

＜沖縄県条例改正＞
平成22年3月（予定）

＜事業開始＞
平成22年3月（予定）

（評価指標）
保育所入所待機児童数

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、保育所の定員増が見込ま
れ、待機児童数の減少につながると考えられ
る。

①社会起業インキュベーション事業
　事業プランのコンペティションを行い、優秀
者にスタートアップ支援等のための「起業支
援金」を提供する。

②社会的企業人材創出・インターンシップ事
業
　関連団体、学校等から幅広く人材を受入
れ、地域のＮＰＯ等にインターンシップを行う
ことなどにより社会的企業分野に資する人
材を創出する。

１．雇用

＜交付要綱発出＞
平成２２年２月１日

＜公募開始＞
平成２２年２月1日

＜公募説明会＞
平成２２年２月９日

＜公募受付締切＞
平成２２年２月１９日

＜事業の採択・認定＞
平成２２年３月上旬
（選定・評価委員会において選定）

＜事業開始＞
平成２２年３月以降

（進捗状況）
2月1日に事業実施主体の公募を開始し、2月9
日には公募説明会を実施(説明会には238名が
参加)。

（評価指標）
「社会的企業」分野における雇用創出人数

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、「社会的企業」分野におい
て、新たな雇用が創造され、その結果、地域の
活性化や若者の雇用促進などにつながると考え
られる。

地域社会雇用創造事業(70億
円）
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用

「雇用戦略」の本格的な推進
○雇用・生活保障システムの確
立のほか、ワーク・ライフ・バラン
ス、女性・高齢者・障がい者等の
労働参加促進や多様な働き方
の確保などを内容とする「雇用
戦略」の本格的な推進に取り組
む。その際、雇用における適切
な労働条件の確保に留意する。

○「新成長戦略」の「雇用・人材戦略」とし
て、2020年までの目標及び主な施策等につ
いて検討を進める。
○その項目としては、若者フリーター約半
減、ニート減少、女性M字カーブ解消、高齢
者就労促進等を予定しており、具体的目標
等については、雇用戦略対話等を踏まえて
決定する。

・平成21年12月24日の第2回「雇用戦略
対話」では、新成長戦略における「雇
用」戦略について、議論。
・平成21年12月30日に「新成長戦略（基
本方針）」を閣議決定。
・本年6月頃までに、「新成長戦略」の最
終取りまとめを行う予定。(平成22年2月
10日の第3回「成長戦略策定会議」にて
総理より指示あり）

【進捗状況】
同左
【評価指標】
同左
【当該指標の設定についての考え方】
今後検討

３．景気
沖縄振興開発金融公庫による
金融セーフティネットの確保等
（－）

（沖縄独自制度関係）
・21年度末で期限を迎える沖縄独自制度
（セーフティネット機能を担う貸付制度）の拡
充措置について、その適用期間を１年間延
長する。

（㈱日本政策金融公庫並び制度関係）
・21年度末で期限を迎える沖縄振興開発金
融公庫の㈱日本政策金融公庫並びのセー
フティネット貸付について、雇用維持・拡充
のための金利引下げを強化（▲0.1%→▲
0.2%）し、22年度末まで実施。
・デフレ経済下で、長期の設備投資等を行う
企業に対し、沖縄振興開発金融公庫からの
借入金利について、2年間、物価下落に対
応して(*)、0.5%の引下げを図る。
(*)物価については、半期ごとに、消費者物
価が前年に比して下落しているかによって
判断を行い、引下げを沖縄振興開発金融公
庫に指示。

＜要綱・要領の制定・改正＞
平成22年2月15日

（評価指標）
○アウトプット
・制度の利用数
・利用金額の実績
○アウトカム
・資金繰りＤＩ（日銀等）
・倒産月報（東京商工リサーチ）
・設備投資計画（日銀等）

（当該指標の設定についての考え方）
本制度の活用により、企業の経営状況の悪化を
防ぐことができると考えられる。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

５．地方支援
地域活性化・きめ細かな臨時交
付金（予算額：5,000億円）

「明日の安心と成長のための緊急経済対
策」（平成21年12月8日閣議決定）において、
「電線の地中化、都市部の緑化など地方公
共団体によるきめ細かなインフラ整備等を
支援する。」とされたことを踏まえ、平成21年
度第2次補正予算において、地域活性化・き
め細かな臨時交付金を創設。

・平成21年12月15日　制度概要の周知

・平成21年12月28日　Ｑ＆Ａの周知

・平成22年1月15日　第一次交付限度額
見込み（4,500億円）の周知

・平成22年1月29日　制度要綱等の周知

・平成22年2月3日　実施計画提出期限

・平成22年2月～（予定）　第二次交付限
度額（500億円）の周知

【進捗状況】
平成22年2月3日に実施計画がすべての地方公
共団体から提出されたところであり、提出された
実施計画を審査中。各地方公共団体の第二次
交付限度額について検討中。

【評価指標】
　－

６．「国民潜在力」の発揮
構造改革特別区域（特区）制度
の活用（－）

・これまでの特区提案（第１次～１６次）のう
ち、第１６次提案について処理を促進（平成
２２年１月中を目途に結論）するとともに、過
去の未実現の提案等の中から選定した提
案の実現を図る。
・本対策の趣旨等に沿った新たな特区提案
や特区計画申請を随時受付け、速やかな処
理に努める（平成２２年３月末まで）。

＜これまでの特区提案について＞
・平成21年12月　規制所管省庁への依
頼発出
・平成22年1月　構造改革特区本部決定

＜第16次提案について＞
・平成22年1月　対応方針についての結
論

＜特区提案、特区計画申請の随時受付
け＞
・平成21年12月　特区提案、特区計画
申請の受付開始
順次、規制所管省庁と調整し、対応方
針についての結論を得る予定。

【進捗状況】
＜これまでの特区提案について＞
規制所管省庁への依頼については、平成21年
12月8日に発出。平成22年1月29日に構造改革
特区本部決定。

＜第16次提案について＞
規制所管省庁との調整は終了。現在、構造改革
特区本部決定（３月中を予定）に向けて、各省庁
と詳細を調整中。

＜特区提案、特区計画申請の随時受付け＞
特区提案、特区計画申請については、平成21年
12月9日から受付を開始。

【評価指標】
＜これまでの特区提案について＞
平成22年1月29日　構造改革特区本部決定
　（特区として措置3件、全国的な規制改革11
件、継続して検討19件）
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

６．「国民潜在力」の発揮
「社会的企業」の法制面の検討
（―）

国民の社会的活動への多様な参画を促進
する観点から、社会的企業の起業、活動が
促進されるよう法制面から検討する（ＮＰＯ
などの法人制度のあり方や寄付金税制の
問題も含む）。

平成22年1月25日に「新しい公共」円卓
会議の開催を決定（総理大臣決定）

（進捗状況）
平成22年1月27日第1回円卓会議を開催。「新し
い公共」の担い手を拡大する社会制度のあり方
について、5月を目途に具体的な提案をまとめ
る。

（評価指標）
－

６．「国民潜在力」の発揮
「『新しい公共』を実現する円卓
会議」の開催（―）

「新しい公共」の考え方を国民各層の自発
的な取組や行動に結びつけるため、ＮＰＯ・
企業・学者等による対話・協働を行う場とし
て、円卓会議を開催する。

平成22年1月25日に「新しい公共」円卓
会議の開催を決定（総理大臣決定）

（進捗状況）
平成22年1月27日第1回円卓会議を開催。「新し
い公共」の担い手を拡大する社会制度のあり方
について、5月を目途に具体的な提案をまとめ
る。

（評価指標）
－
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

６．「国民潜在力」の発揮
「規制・制度改革プロジェクト（仮
称）」
制度・規制改革（－）

新たな需要創出に向けて、これまで大きな
岩盤に突き当たり、停滞していた制度・規制
改革に正面から取り組む。
新たな需要創出に向けた規制改革の重要
課題については、行政刷新会議において幼
保一体化を含めた保育分野及び環境・エネ
ルギー分野での制度・規制改革を含む重点
テーマを設定し、その実現に向け積極的に
取り組む。

＜行政刷新会議＞
・平成22年１月12日第５回会議で挙げら
れた下記重点分野について具体的テー
マ等を早急に決定し、改革を行う。この
ために規制・制度改革に関する分科会
を設ける。
①環境・エネルギー分野(グリーンイノ
ベーション）
②医療・介護分野（ライフイノベーショ
ン）
③農業分野（地域活性化戦略）
④保育・職業能力開発など雇用・人材
分野
⑤許認可・各種申請に係る書類の簡素
化など、行政の無駄根絶・効率化

・規制・制度改革に関する分科会を早期
に開催

・６月を目途に対処方針取りまとめ

（進捗状況）
＜行政刷新会議＞
規制・制度改革に関する分科会開催に向けて調
整中
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

６．「国民潜在力」の発揮

幼保一体化を含めた保育分野
の制度・規制改革

（－）

幼保一体化を含めた、新たな次世代育成支
援のための包括的・一元的な制度の構築を
進める。
このため、主担当となる閣僚を定め、関係閣
僚の参加も得て、新たな制度について平成
２２年前半を目途に基本的な方向を固め、
平成２３年通常国会までに所要の法案を提
出する。
（ｱ）利用者本位の保育制度に向けた抜本的
な改革
・ 利用者と事業者の間の公的契約制度の
導入、保育に欠ける要件の見直し、利用者
補助方式への転換の方向など、利用者本
位の制度を実現する。また、保育料設定の
在り方について、水準の在り方も含め、制度
設計の中で検討する。
（ｲ）イコールフッティングによる株式会社・
NPOの参入促進
・ 株式会社、ＮＰＯ・社会的企業も含めた更
なる参入促進を図るべく、客観的基準による
指定制度の導入を検討する。
・ また、施設整備補助の在り方、運営費の
使途範囲・会計基準等の見直しについて
も、制度設計の中で検討する。
（ｳ）幼保一体化の推進
・ 上記制度における新たな給付体系の検討
等とあわせて、認定こども園制度の在り方な
ど幼児教育、保育の総合的な提供（幼保一
体化）の在り方についても検討し、結論を得
る。

＜行政刷新会議＞
平成22年1月以降主担当となる閣僚を
定める

＜「子ども・子育て新システム検討会
議」＞
　幼保一体化を含む新たな次世代育成
支援のための包括的・一元的なシステ
ムの構築について検討を行うために設
置（平成22年１月29日少子化社会対策
会議決定）

＜「子ども・子育てビジョン」の策定＞
　政府全体の少子化対策として「子ど
も・子育てビジョン」を策定（平成22年１
月29日閣議決定）

＜所要の法案の提出＞
平成22年前半を目途に基本的な方向を
固め、平成23年通常国会までに提出

(参考）
＜社会保障審議会少子化対策特別部
会にて検討中＞
・平成19年12月　「子どもと家族を応援
する日本」重点戦略
・平成19年12月～　検討開始
・平成20年５月　「基本的な考え方」提示
・平成21年２月24日第１次報告
・平成21年12月25日　議論の整理

＜社会保障審議会少子化対策特別部会で検討
中＞
現在、社会保障審議会少子化対策特別部会に
て、新たな次世代育成支援のための包括的・一
元的な制度の構築に向け、御議論いただいてい
る。平成21年２月24日に第１次報告がなされ、
平成21年12月25日には議論の整理がされたと
ころ

＜「子ども・子育て新システム検討会議」＞
　幼保一体化を含む新たな次世代育成支援の
ための包括的・一元的なシステムの構築につい
て検討を行うために設置（平成22年１月29日少
子化社会対策会議決定）。

＜「子ども・子育てビジョン」の策定＞
　政府全体の少子化対策として「子ども・子育て
ビジョン」を策定（平成22年１月29日閣議決定）

＜所要の法案の提出＞
平成22年前半を目途に基本的な方向を固め、
平成23年通常国会までに提出
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

６．「国民潜在力」の発揮

環境・エネルギー分野での制
度・規制改革
・森林・林業再生に向けた路網
整備に係る同意取付の仕組の
整備（－）

 路網整備に係る森林所有者の同意取り付
け円滑化に向けたルールの整備（実 効性
ある調停・裁定のルール等）につき、早急に
検討に着手し、22年度中に結論を得る。

＜行政刷新会議＞
早急に検討に着手し、平成22年度中に
結論を得る

＜森林・林業再生プラン＞
検討事項として記載（平成21年12月25
日公表）

＜現場の実態把握＞
平成22年１月

＜課題の抽出＞
平成22年２月～

＜森林・林業基本計画の策定にあわせ
た検討＞
平成22年度末までを目途

＜現場の実態把握＞
・平成22年1月18日、19日に開催した都道府県
森林整備担当課長等打合せ等において都道府
県の担当者から同意取付に係る問題点等につ
いて聞き取り調査を実施。
・さらに、現場レベルでの詳細情報を把握するた
め、今後、都道府県経由で関係市町村、森林組
合等を対象としたアンケート調査を実施し（2月
～3月）、これらを踏まえ、年度内に課題抽出を
行う予定。
・抽出された課題については、平成22年度末ま
でを目途とする森林・林業基本計画の改定に併
せ、検討を進める予定。

６．「国民潜在力」の発揮

環境・エネルギー分野での制
度・規制改革
・新エネルギー等の導入に資す
る規制改革要望への対応
　　工場立地法の緑地等面積の
一部への太陽光発電施設の充
当（－）

太陽光発電施設の工場での導入促進を図
るため、工場立地法の緑地等面積の一部
への太陽光発電施設の充当について、年度
内に速やかに結論を得る。

＜行政刷新会議＞
平成21年度内に結論を得る。

＜産業構造審議会（工場立地法検討小
委員会）＞
平成22年１月に検討を開始し、同年３月
に取りまとめ予定。

（進捗状況）
＜産業構造審議会（工場立地法検討小委員会）
＞
平成22年1月に第１回、同年2月に第2回小委員
会を開催し検討中。同年3月の取りまとめに向け
て準備中。

（評価指標）
特定工場における環境施設としての太陽光発電
施設の設置状況

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、工場における太陽光発電
施設の導入促進につながったかどうかの評価指
標となるため。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

６．「国民潜在力」の発揮

環境・エネルギー分野での制
度・規制改革
・新エネルギー等の導入に資す
る規制改革要望への対応
　　地熱・工場廃熱の有効活用
に向けた規制の見直し（－）

 工場等の未利用蒸気を活用する発電設備
について、ボイラー・タービン主任技術者の
選任を不要とするか否かに関し、年度内に
速やかに結論を得る。地熱等を活用するも
のについても安全性の技術的検討を年度内
のできるだけ早期に開始する。

＜行政刷新会議＞
工場等の未利用蒸気を活用する発電設
備について、ボイラー・タービン主任技
術者の選任を不要とするか否かに関
し、年度内に速やかに結論を得る。
地熱等を活用するものについても安全
性の技術的検討を年度内のできるだけ
早期に開始する。

＜総合資源エネルギー調査会電力安
全小委員会＞
平成22年２月頃開催し、工場等の未利
用蒸気を活用する発電設備について、
ボイラー・タービン主任技術者の選任を
不要とするか否かに関し審議し、その後
パブリックコメントを実施した上で結論を
得る。
　併せて、同審議会において地熱等を
活用する発電設備についても安全性の
技術的検討を開始する予定。

（進捗状況）
＜総合資源エネルギー調査会電力安全小委員
会＞
平成22年2月12日に開催し、工場等の未利用蒸
気を活用する発電設備について、ボイラー・ター
ビン主任技術者の選任を不要とするか否かに関
し審議した。今後、パブリックコメントを実施した
上で年度内に結論を得る。
　併せて、同審議会において地熱等を活用する
発電設備についても安全性の技術的検討を開
始した。

（評価指標）
工場等の未利用蒸気を利用した発電設備の設
置状況

（当該指標の設定についての考え方）
本規制の見直しにより、工場等の未利用蒸気を
利用した発電設備の新たな設置につながる可
能性があると考えられる。

６．「国民潜在力」の発揮

「働く人の休暇取得推進プロジェ
クト（仮称）」
○休暇取得促進に向けての政
労使合意と取組
・「雇用戦略対話」等を通じて、
政労使の合意形成と取組を推進

○総理・副総理・国家戦略担当大臣、厚労
大臣等と、労使の代表及び有識者からなる
「雇用戦略対話」等を通じて、休暇取得促進
に向けた政労使の合意形成と取組を推進す
る。

・平成21年11月25日の「雇用戦略対話」
第1回会合では、「有給休暇や育児休業
等の取得促進、労働時間短縮は、ワー
クライフバランス等の観点から、経済・
雇用面で大きな効果が期待されること
から、政労使一丸となって協力に取り組
む」こと等を内容とする「合意」を得た。
・同年12月24日にも「雇用戦略対話」第
2回会合を開催。
・引き続き、「新成長戦略」の具体化の
検討等も踏まえながら、更なる議論・検
討を進めていく予定。

【進捗状況】
同左
【評価指標】
同左
【当該指標の設定についての考え方】
今後検討
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（省庁名：金融庁）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

３．景気
「中小企業者等に対する金融の
円滑化を図るための臨時措置に
関する法律」の施行等

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図
るための臨時措置に関する法律」を施行し、
併せて、法律の実効性を確保するための検
査・監督上の措置として検査マニュアル・監
督指針の改定等を行う。

・平成21年12月4日より、「中小企業者
等に対する金融の円滑化を図るための
臨時措置に関する法律」を施行（うち、
体制整備義務については、平成22年2
月1日より施行。）。
・平成21年12月4日に、検査マニュア
ル、監督指針を改定 。

（進捗状況）
・平成21年12月4日の施行に併せ、金融担当大
臣談話を公表するとともに、主要経済団体・金
融関係団体向け要請文を発出し、本法等の周
知及び金融円滑化に向けた協力を要請。
・平成21年12月10日に、亀井金融担当大臣出席
の下、金融機関の代表者等との「中小企業等の
金融の円滑化に関する意見交換会」を開催し、
中小企業等に対する金融の円滑化を要請。
・平成21年12月に、本法等の内容を中小企業に
広く周知するため、パンフレットを作成・配付する
とともに、新聞広告を掲載。
・平成21年12月に、本法等の説明・広報のた
め、金融庁・中小企業庁の幹部職員による地方
ブロック単位の説明会（全11箇所）、財務局・経
済産業局合同の都道府県別説明会（全47箇所）
等を開催。
・平成22年１月29日に検査マニュアルについて、
２月12日に監督指針等について、実務上の取扱
いを明確にするため、Q＆Aを公表。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へ続く）
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

３．景気
「中小企業者等に対する金融の
円滑化を図るための臨時措置に
関する法律」の施行等

（評価指標）
・金融機関による貸付けの条件の変更等の実施
状況

＜参考＞
・主要行（９行）における法の施行日から平成21
年12月末までの貸付けの条件の変更等の実施
状況（各行が本法に基づく開示に先行して公表
した資料より）。
　【債務者が中小企業者である場合】

　【債務者が住宅資金借入者である場合】

・今後、本法に基づき、金融機関は、貸付けの
条件の変更等の実施状況等について開示、当
局へ報告（初回の開示・報告は平成22年3月末
より45日以内）。

（当該指標の設定についての考え方）
・金融機関が貸付けの条件の変更等の措置をと
ることにより、中小企業者の事業活動の円滑な
遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅
資金借入者の生活の安定が図られるものと考
えられる。

申込み 実行 謝絶 申込み 実行 謝絶

15,542 3,143 20 818,532 280,255 1,355

件数 金額（百万円）

申込み 実行 謝絶 申込み 実行 謝絶

4,018 111 19 70,172 1,803 363

金額（百万円）件数
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（省庁名：警察庁）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

４．生活の安心確保
最近の犯罪情勢を踏まえた鑑定
体制の強化（988百万円）

最近の厳しい犯罪情勢を踏まえ、ＤＮＡ型鑑
定に関する教養の徹底、証拠品保管用冷
凍庫等の鑑定資機材の整備等により、鑑定
体制の強化を推進する。

鑑定体制を強化するため、平成21年12
月、各都道府県警察に通達を発出し、
関係職員に対し、鑑定対象資料の種
類、採取要領及び採取上の留意事項
等、ＤＮＡ型鑑定に関する教養を徹底す
るよう指示したところであり、現在推進
中。
資機材の整備については、平成22年３
月入札・契約予定。

（進捗状況）
鑑定体制を強化するため、平成21年12月、各都
道府県警察に通達を発出し、関係職員に対し、
鑑定対象資料の種類、採取要領及び採取上の
留意事項等、ＤＮＡ型鑑定に関する教養を徹底
するよう指示したところであり、現在推進中。
資機材の整備については、平成22年３月入札・
契約予定。

（評価指標）
ＤＮＡ型鑑定実施件数
ＤＮＡ型データベース登録件数
（被疑者ＤＮＡ型記録・遺留ＤＮＡ型記録）
　
（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、各種事件の鑑定実施が
一層推進され、各種犯罪の検挙、それに伴う治
安の向上につながると考えられる。
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（省庁名：総務省）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用
ＩＣＴふるさと元気事業
（６,５０２百万円）

特に地方において喫緊の課題となってい
る、少子高齢化や災害などへの対応につい
て、地域に密着したＮＰＯ等がＩＣＴを利活用
して、地域公共サービスの維持・向上を図る
取組を総合的に支援することで、効果的か
つ効率的に地域の課題解決を図る手法を
全国各地域に普及させるとともに、地方公
共団体の役割を補完する公共サービスの新
たな担い手として、地域の人材が有効活用
され、雇用創出に資する。

＜交付要綱発出＞
平成２２年２月

＜公募開始＞
平成２２年２月４日

＜公募受付締切＞
平成２２年２月２５日

＜事業の採択・認定＞
平成２２年２月～３月

＜事業開始＞
平成２２年4月

（進捗状況）
　交付要綱を策定し、公募中。

（評価指標）
・２５０人程度の直接雇用創出効果
・４０００人程度の間接雇用創出効果

（当該指標の設定についての考え方）
　本事業の実施により、ＩＣＴの利活用に係る人
材の育成・活用が行われ、直接雇用が創出され
るとともに、ＩＣＴを利活用した地域の公共サービ
スの維持・向上につながると考えられ、さらなる
間接的な雇用創出効果も見込まれる。なお、直
接雇用創出効果については、事業完了である平
成２２年度末で達成予定。

２．環境
グリーン家電普及促進事業
（７３，３６７百万円）

地球温暖化対策の推進、経済の活性化及
び地上デジタル放送対応テレビの普及を目
的に、対象省エネ家電の購入に対して、
様々な商品と交換可能なエコポイントを発行
する「家電エコポイント」について、以下を実
施。
①適用期限を平成22年12月31日まで延長
（従来は平成22年3月31日まで）
②申請手続を改善
③省エネ基準の見直しに伴い、エコポイント
の対象となるテレビを、より省エネ性能の高
い製品に限定
④エコポイント上の優遇措置を設け、省エネ
効果の高いＬＥＤ電球等の商品交換を促進

＜補助金の交付決定＞
・平成２２年２月中に実施予定。

＜申請手続の改善＞
・平成２２年４月から実施。

＜テレビの省エネ基準の見直し＞
・平成22年2月18日に新基準公布予定。
・平成22年4月1日に新基準施行予定。

＜LED電球等の優遇措置＞
・平成２２年４月から実施予定。

（進捗状況）
・2月7日現在、約807万件の申請を受け付け、そ
のうち申請手続が完了した約694万件、約1151
億点についてポイントを発行。
・制度開始（５月中旬）から1月下旬における3品
目合計の売上げが前年同期比で1．2倍。
・ＬＥＤ電球等への交換割合は0.18％、交換件数
は1万5千件。（1月末時点）

（評価指標）
・申請状況（申請件数、ポイント発行件数・点数、
ＬＥＤ電球等への交換件数・交換割合）
・省エネ家電（地上デジタル放送対応テレビ、エ
アコン、冷蔵庫）の販売状況（台数ベース、金額
ベース）
・地上デジタル放送対応テレビ販売に占める対
象製品（新基準において4★以上のもの）の割
合。

（当該指標の設定についての考え方）
　本事業の実施により、対象商品の売上増につ
ながる。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
「緑の分権改革」推進事業
（39億円）

「緑の分権改革」の推進のための基礎的条
件整備として、地域におけるクリーンエネル
ギー資源の賦存量の調査と実証調査を行
う。

＜提案募集＞
平成22年１月14日～29日

＜委託契約の締結・事業開始＞
平成22年２月～３月

（進捗状況）
　38道府県（99市町村・地域分のとりまとめを含
む。）、10政令指定都市から提案があり、その内
容について外部評価者からの評価を受け、委託
契約を締結する団体を選定中。

（評価指標）
・実証調査実施団体のうち、実証調査に基づき
事業化・関連産業の育成に継続的に取り組む団
体の割合（目標：80％）

（当該指標の設定についての考え方）
　本事業の実施により、環境関連分野におい
て、新たな投資が促進され、環境による地域の
活性化につながると考えられる。

２．環境
ネットワーク統合制御システム
標準化等推進事業
（６，８９７百万円）

住宅、職場、工場、公共施設、車等の各分
野で「ネットワークに接続された情報通信端
末等の位置情報や使用状況等の情報を検
知・計測して統合的に制御」するネットワー
ク統合制御システムの共通化・低廉化に資
する情報通信に係る基盤技術等について、
その標準化を推進する。

＜公募開始＞
平成２２年２月

＜公募受付締切＞
平成２２年３月

＜事業の採択・認定＞
平成２２年３月

＜事業開始＞
平成２２年４月

（進捗状況）
　現在、公募に向け作業中。

（評価指標）
　適用分野における環境負荷を現行比で10％以
上低減する技術規格を2011年度までに策定。

（当該指標の設定についての考え方）
　当該技術規格の普及により、家庭やビル等に
おける環境負荷の低減に資するものと考えられ
る。

２．環境

グリーンＩＣＴ研究開発（グリーン
ネットワーク基盤技術の研究開
発）
（１，０８１百万円）

低エネルギー消費型インターネット実現に際
し、取り組みが遅れているルータ等の構成
を抜本的に見直し、消費電力低減と同時に
高速処理を実現する技術の研究開発を行
う。

＜公募開始＞
平成２２年２月３日

＜公募受付締切＞
平成２２年２月２３日

＜事業の採択・認定＞
平成２２年３月

＜事業開始＞
平成２２年３月

（進捗状況）
　現在、公募中。（公募期間：２月３日～２３日）

（評価指標）
　研究開発終了時評価（平成２３年６月頃実施
予定）において、以下を検証する。
　・現行比、１０倍の高速化
　・現行比、２５％減の省電力化

（当該指標の設定についての考え方）
　本事業で研究開発される技術の普及により、
本技術の適用分野における高速化及び消費電
力低減に資するものと考えられる。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
環境負荷軽減型地域ＩＣＴシステ
ム基盤確立事業
（１,９９９百万円）

環境にやさしいまちづくりを支援するため、
最先端のICT技術を利用し、各地域特性に
合わせたICTシステム基盤を構築・実証す
る。これによって必要な技術基準を確立し、
地域資源の生産と消費の最適化を推進す
る。
具体的には、
（１）ホワイトスペース等のネットワーク技術
を活用し、地域の状況に合わせたネットワー
ク（エリアの異なる広域、近隣及び宅内ネッ
トワーク）を構成し、また、環境負荷軽減の
ための有線と無線ネットワークの組合せを
検証した上で、ネットワーク分野の必要な技
術基準の確立を図る。
（２）最先端のIPv6技術及びクラウド技術を
活用し、収集した情報の解析及び解析結果
に基づき、省電力に資するよう機器や設備
の制御を行うシステム（環境クラウド）におけ
るデータの管理・保護の在り方や、セキュリ
ティの課題等について検証を行い、環境クラ
ウドを実現する際に電気通信事業者等が満
たすべきセキュリティ基準の確立を図る。
等を目的とした実証を行う。

■委託事業
＜公募開始＞
平成２２年２月

＜公募受付締切＞
平成２２年３月

＜事業の採択・認定＞
平成２２年３月

＜事業開始＞
平成２２年４月

■請負事業
＜仕様書の意見招請開始（官報）（30日）＞
平成２２年２月

＜意見提出締切り＞
平成２２年３月

＜入札公告開始（官報）（50日）＞
平成２２年４月

＜入札（提案書提出）締切り＞
平成２２年６月

＜請負先決定＞
平成２２年６月

＜事業開始＞
平成２２年６月

（進捗状況）
　現在、公募及び意見招請に向け作業中。

（評価指標）
　適用分野におけるＣＯ２排出削減を現行比で１
０％以上低減する技術仕様を２０１１年度までに
策定。

（当該指標の設定についての考え方）
　本事業の実施で策定されるＩＣＴの技術仕様を
用いることで、適用分野のエネルギー生産と消
費の最適化等が促進され、ＣＯ２削減につなが
ると考えられる。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境

地上デジタル放送日本方式普
及（マルチバンドＩＳＤＢ－Ｔシス
テムの研究開発）
（９９８百万円）

諸外国等へのISDB-T採用働きかけの結
果、ここ数ヵ月間で南米を中心に急速に採
用が進んでいる一方、日本や南米諸国とは
使用するチャンネル幅の異なる国がISDB-T
に関心を示していることに鑑み、これらの
国々に対して働きかけを行うことができるよ
う異なる全てのチャンネル幅に対応できる
ISDB-Tシステムに関する開発を実施。

＜公募開始＞
平成２２年２月３日

＜公募受付締切＞
平成２２年２月２３日

＜事業の採択・認定＞
平成２２年３月

＜事業開始＞
平成２２年３月

（進捗状況）
　現在、公募中。（公募期間：２月３日～２３日）

（評価指標）
　研究開発終了時評価（平成23年6月頃実施予
定）において、以下を検証する。
・低価格化／低消費電力化（例：消費電力4W以
下等）
・国ごとに異なるチャンネル幅（6/7/8MHz）の全
てに対応する機器の開発（例：受信感度-78dBm
等）
・ワンセグを応用した移動端末向け放送サービ
スに対応する移動端末の実現（例：隣接チャンネ
ルの距離が0.5MHz程度でも受信可能なフィルタ
の実現等）

（当該指標の設定の考え方）
　本事業で研究開発される技術の普及により、
本技術の適用分野における国際展開及び消費
電力低減に資するものと考えられる。

５．地方支援 国税収入の減少に伴う交付税
減少額の補てん等
（平成21年度第２次補正予算額
 29,515億円）

　地方公共団体に必要な財源を適切に確保
するため、平成21年度の国税収入の減額補
正に伴う地方交付税の法定率分減少額３兆
円程度と同額について一般会計からの繰入
を行い、当初予算の地方交付税総額を確保
するとともに、地方税等の減収について減
収補てん債等適切な措置を講じる。

・本年度の当初予算の交付税総額を確
保するための法律（補正交付税法）は平
成22年1月28日に可決・成立し、2月3日
に公布・施行。

・減収補てん債の発行について、地方
公共団体の減収額の把握のための照
会を実施（平成22年1月26日発出→2月
18日回答）

（進捗状況）
　補正交付税法が公布・施行（平成22年2月3日）
され、国税収入の減額補正に伴う地方交付税の
減少分について、国の一般会計から交付税特
別会計へ補てん措置を実施。（29,515億円）

・地方公共団体の減収額を把握し、近日中（3月
以降）に減収補てん債発行の同意等予定額を通
知予定。

（評価指標）
・一般会計から交付税特別会計への補てん額
・減収補てん債の同意等予定額

（当該指標の設定についての考え方）
　地方公共団体の減収に対する適切な補てん
がなされているかどうかについて、指標を設定。
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（省庁名：法務省）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

ハローワークや地方公共団体等、失業者の
雇用や生活を支援する機関・団体との連携
を強化し、現に労働問題や多重債務問題を
抱えている方に対し、日本司法支援セン
ターが民事法律扶助業務を実施しているこ
とを更に周知徹底させるとともに、金融庁・
日本弁護士連合会等の関係機関と連携・協
力し、労働問題・多重債務問題等に関する
相談会の際には、民事法律扶助制度を活
用して契約弁護士等による無料法律相談を
実施し、代理援助の受任につなげるなどし
て問題の解決を図る。

○「多重債務者相談強化キャンペーン
2009」
〈キャンペーン実施決定〉
平成２１年７月１６日
　多重債務者対策本部長決定
〈無料法律相談実施〉
平成２１年９月１日～１２月３１日
　多重債務者対策本部、日本弁護士連
合会、日本司法書士会連合会との共催
により、「多重債務者相談強化キャン
ペーン2009」を開催した。

○「年末年越し　全国一斉雇用と生活緊
急総合相談会」
〈実施事務連絡発出〉
平成２１年１１月２０日
　地方事務所に対し、日本弁護士連合
会との共催実施を通知
〈無料法律相談実施〉
平成２１年１２月１日～同２５日
　日本弁護士連合会との共催により、
「年末年越し　全国一斉雇用と生活緊急
総合相談会」を開催した。

○「出張・巡回法律相談」
〈無料法律相談実施〉
平成２２年１月～３月
　地方事務所において、出張・巡回法律
相談を実施

○進捗状況
  　平成２２年１月の実績としては
　　法律相談援助　18,051件
    　（内多重債務事件　　　8,550件
　　　　　 労働事件　　　  　　　835件）
　　代理・書類作成援助　　 8,172件
　　　（内多重債務事件　　　6,041件
　　　     労働事件　　　　　　　153件）

○評価指標
民事法律扶助の援助実績（法律相談援助，代
理・書類作成援助）
※労働問題・多重債務問題事件別

○当該指標の設定についての考え方
本事業の趣旨は、労働問題・多重債務問題を抱
えている方に対し、民事法律扶助制度を活用し
て無料法律相談を実施し、法律専門家の受任に
つなげるなどして問題の解決を図ることであるた
め、労働事件・多重債務事件における援助実績
が成果指標となる（アウトプット指標＝アウトカム
指標）。

日本司法支援センターにおける
労働問題等の解決に向けた民
事法律扶助事業の迅速な実施

（第２次補正予算額　約２５億
円）

１．雇用
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（省庁名：外務省）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境

（４）システムの海外展開等によ
る地球温暖化対策事業等の推進

アジア・アフリカ等気候変動緊急
支援（７１１億円）

アジア・アフリカ諸国等の気候変動による洪
水、旱魃、食糧不足や森林減少・劣化等に対
し、我が国の環境関連技術・経験を活用した
緊急支援等を行う。

＜案件の閣議決定＞
平成２２年３月まで

その後、速やかに支援実施。

（進捗状況）
被援助国からの要請書を取付中。
森林保全分野で約２０カ国、アジアを中心とした
水・防災支援分野で約１０カ国、アフリカ向け緊急
支援分野で約２０カ国等への支援を予定。

（評価指標）
保全森林面積、食糧支援の対象人数等。

（当該指標の設定についての考え方）
我が国の環境関連技術・経験を活用し、本事業を
支援する中で、途上国の気候変動対策を支援す
る。

４．生活の安心確保

（３）医療体制の整備等

世界エイズ・結核・マラリア対策
基金への拠出
（１８９億円）

　アジア・アフリカ地域を対象とした緊急医療
支援
（世界エイズ・結核・マラリア対策基金が世界
で実施している三大感染症に関するプロジェ
クトのうちアジア・アフリカ地域で資金不足が
見込まれる２０１０年１月から３月の期間分と
して緊急に必要とされる経費に充当される予
定。）

速やかに拠出を行うべく、基金と調整
中。

(進捗状況)
世界基金理事会は、１月及び２月のプロジェクトと
して、１０カ国１２件（このうちアジア・アフリカ案件
は、８カ国１０件）を承認。今後、事務局とプロジェ
クト実施国との間で、資金供与契約が結ばれる予
定。

（評価指標、設定についての考え方）
世界基金による支援全体から得られる治療者数
等の結果を用いる。
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（省庁名：財務省）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
国際協力銀行による民間との協
調融資等によるリスクファイナン
スの取組の強化（－）

鳩山イニシアティブも踏まえ、海外での地球
温暖化対策事業等を推進すべく、国際協力
銀行による民間との協調融資等によるリスク
ファイナンスの取組を強化するもの

<株式会社日本政策金融公庫法の改正>
平成２２年２月９日、国会に提出

（進捗状況）
○ ２月９日、公庫法改正法案を国会に提出。
○ 経済対策の策定後、現行法の枠内で、191億
円（うち民間資金92億円）の実績。

（評価指標）
支援実績額（協調融資等の形で供与される民間
資金を含む）

（当該指標の設定についての考え方）
　本取り組みの実施により、財政負担の少ない
JBICが、民間投資の後押しを図りつつ、我が国と
して、環境分野に貢献できるほか、優れた環境技
術を有するわが国企業の受注機会の拡大にもつ
ながることが期待される。

３．景気
国際協力銀行による海外事業支
援緊急業務の延長（－）

国際協力銀行を活用して我が国企業の海外
事業の資金繰り支援を図るべく、本年３月末
までとなっている「国際協力銀行による海外
事業支援緊急業務」を延長するもの

<財務大臣告示の改正>平成２２年２月１
５日、財務大臣告示を改正

（進捗状況）
○ ２月１５日、財務大臣告示を改正し、緊急業務
の期限を延長。
○ 途上国向け・先進国向けを合わせ、計108件、
1兆3,695億円を供与（本年1月末現在、本邦金融
機関向けツー・ステップ・ローンを除く）。

（評価指標）
実施件数及び供与金額

（当該指標の設定についての考え方）
　本事業の実施により、本邦企業の海外事業の
資金繰りが改善される。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

３．景気
国際協力銀行による本邦金融機
関向けツー・ステップ・ローンの追
加実施（－）

国際協力銀行を活用して我が国企業の海外
事業の資金繰り支援を図るべく、「国際協力
銀行による本邦金融機関向けツー・ステップ・
ローン」を追加実施するもの

平成２１年１２月１７日付で、JBICにおい
て、対象金融機関を公募。同２９日に第
一弾として１５億ドルを実施。

（進捗状況）
○ 昨年１２月２９日、ツー・ステップ・ローンの追加
実施第一弾として、15億ドルを実施。
○ ツー・ステップ・ローンの転貸社数232社。

（評価指標）
転貸社数及び供与額

（当該指標の設定についての考え方）
　本事業の実施により、幅広い範囲の本邦企業
の海外事業の資金繰りが改善される。

３．景気

＜金融対策＞ 8,641億円(財務省
8,315億円)
（１）「景気対応緊急保証」の創設
等
○「景気対応緊急保証」の創設
等
（ア）「景気対応緊急保証」の創設
（イ）保証枠

・平成22年3月末で期限を迎える信用保証協
会の緊急保証を、「景気対応緊急保証」とし
て衣替え。
・ 現行の緊急保証と併せて36兆円の枠（＋6
兆円）とし、平成23年３月末まで実施。

平成２２年２月１５日より「景気対応緊急
保証」開始。

（進捗状況）
　９４万件。１８兆円（平成２２年２月１０日現在）
※「緊急保証」の実績

（評価指標）
・中小企業資金繰りＤＩ（日銀等）（日銀のデータは
四半期毎）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施は、売上減少等苦しい状況にある
中小企業の資金繰りを支援するものと考えられ
る。

３．景気

＜金融対策＞ 1,359億円(財務省
532億円)
（２）セーフティネット貸付等の延
長・拡充
○セーフティネット貸付け等の延
長・拡充
(ｱ)期限の延長・枠の拡充
(ｲ)日本政策金融公庫等の金利
引下げ措置等の継続・強化

・ 平成22年3月末で期限を迎える日本政策金
融公庫や商工組合中央金庫のセーフティネッ
ト貸付について、雇用維持・拡充のための金
利引下げの強化（▲0.1%→▲0.2%）等を実施
し、21兆円の事業規模（＋4兆円）で、平成22
年度末まで実施。

現在実施している業務を延長するための
要綱・告示改正を平成22年3月までに実
施する。
金利引下げ措置等の継続・強化につい
ては、要綱改正等を行い、平成２２年２月
１５日より開始。

（進捗状況）
　３７万件、８兆円（平成２２年２月１０日現在）

（評価指標）
・中小企業資金繰りＤＩ（日銀等）（日銀のデータは
四半期毎）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施は、売上減少等苦しい状況にある
中小企業の資金繰りを支援するものと考えられ
る。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

３．景気

＜金融対策＞ 予算措置なし
（４）中堅・大企業の資金繰り対
策
○日本政策投資銀行等による
「危機対応業務」の延長等

・ 日本政策投資銀行等による危機対応業務
（長期資金貸付け等）の延長（平成22年3月
末→平成23年3月末）

告示の一部改正を実施。
省令改正及びそれに伴う告示改正は22
年3月までに実施。

（進捗状況）
1,838件、3.3兆円（平成２２年１月末現在）

（評価指標）
・中堅企業資金繰りＤＩ（日銀）（四半期毎）
・大企業資金繰りＤＩ（日銀）（四半期毎）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施は、中堅・大企業の資金繰りを支
援するものと考えられる。

３．景気

＜金融対策＞ 500億円(財務省
260億円)
（５）デフレ下の実質金利高への
対応策
○デフレに伴う実質金利高の軽
減制度

・ デフレ経済下で、長期の設備投資等を行う
企業に対し、危機対応業務のスキームも活
用しつつ、民間金融機関及び政府系金融機
関からの借入金利について、2年間、物価下
落に対応して、0.5%の引下げを図る。
（金利引下げの融資規模：民間金融機関も活
用できる危機対応業務のスキームを通じた
融資3.7兆円、日本政策金融公庫1.3兆円）

制度要綱の新設や告示改正を実施し、
平成22年2月15日より開始。

（進捗状況）
・開始したばかりであり、実績のデータはまだな
い。

（評価指標）
・設備投資計画（日銀等）（四半期毎）
・機械受注統計（内閣府）(毎月）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施は、企業の設備投資の下支えにな
ると考えられる。

３．景気

＜金融対策＞　1,142億円(財務
省1,142億円)
（５）デフレ下の実質金利高への
対応策
○既往貸付の返済負担の軽減

・ デフレ経済下で、既往貸付の返済負担に
苦しむ中小企業に対する民間金融の条件変
更に積極的に対応するため、信用保証制度
を支える日本政策金融公庫の財政基盤を強
化。

信用保証協会は、民間金融機関の条件
変更に対して積極的な対応を実施中。

（進捗状況）
　22万件、３兆円（平成２１年１２月末現在）

（評価指標）
・中小企業資金繰りＤＩ（日銀等）（日銀のデータは
四半期毎）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施は、売上減少等苦しい状況にある
中小企業の資金繰りを支援するものと考えられ
る。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

３．景気
　＜住宅投資＞
　　（２）住宅税制の改正

住宅取得等資金の贈与に係る贈
与税の特例措置の拡充

住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課
税措置について、所得制限（2,000万円）を付
した上で、非課税限度額（現行500万円）を、
平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万
円に引き上げる。

＜「平成22年度税制改正大綱」＞
平成21年12月22日閣議決定

＜次期通常国会に税制改正法案提出予
定＞
平成22年１月以降

＜適用開始＞
平成22年１月１日（上記大綱に記載）

（進捗状況）
平成22年２月５日　通常国会に税制改正法案提
出

（評価指標）
子育て世帯における誘導居住面積水準達成率
（※）

（当該指標の設定についての考え方）
本特例により、高齢者の保有する資産を活用し若
年世帯等の住宅取得が促進されることから指標
として設定（※）

（※）
国土交通省による（評価指標）及び（当該指標の
設定についての考え方）を参考記載。

６．「国民潜在力」の発揮

（２）「『新しい公共』推進プロジェ
クト（仮称）」
　○「社会的企業」の法制面の検
討（寄付金税制を含む）

市民公益税制

１．「新しい公共」を担う主体の一つである特
定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）を支援すると
ともに、寄附文化の醸成のため、平成22年度
税制改正において以下の施策を実施
①認定ＮＰＯ法人制度について、認定手続と
申請書類等の簡素化を行う。
②所得税の寄附金控除の適用下限額を２千
円（現行５千円）に引き下げる。

２．市民が担う公益活動を資金面で支える寄
附の重要性に鑑み、市民公益税制に係るプ
ロジェクト・チーム（ＰＴ）を設置し、改革に向け
た検討を進める。

＜「平成22年度税制改正大綱」＞
平成21年12月22日閣議決定

＜次期通常国会に税制改正法案提出予
定＞
平成22年１月以降

＜適用開始＞
左記１．①→平成22年４月１日
左記１．②→平成22年分以後の所得税
左記２．→平成22年４月末を目途に成果
を得るよう検討を進める。

（進捗状況）
平成22年２月５日　通常国会に税制改正法案提
出
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（省庁名：文部科学省）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用

「大学教育・学生支援推進事業」
（就職支援推進プログラム）
(平成21年度第２次補正予算額：
１億円）

大変厳しい大学等卒業予定者の就職内定
状況に対応するため、大学等への就職相談
員（キャリアカウンセラー等）を配置するなど
大学等の就職相談体制の強化を図るととも
に、学生の卒業後の社会的・職業的自立に
つながる教育課程内外にわたる大学等の
取組（キャリアガイダンス）の推進に対する
支援を実施。

＜事業の選定＞
平成２２年２月５日

＜事業開始＞
平成２２年２月１５日

（進捗状況）
各大学等において事業実施中（選定件数：６５
件）

（評価指標）
就職（内定）率

（当該指標の設定についての考え方）
本施策は、大学等卒業予定者の就職（内定）状
況の好転を図ることを目的としたものであるた
め。

１．雇用
経済団体、業界団体への求人
拡大の要請

文部科学省・厚生労働省・経済産業省の連
名にて、業界団体等に対し、新規学校卒業
者の採用に努めていただくとともに加盟企
業に周知徹底を図るよう要請する文書を発
出。

＜要請文の発出＞
平成２１年１２月

（進捗状況）
実施済み。

（評価指標）
就職（内定）率

（当該指標の設定についての考え方）
本施策は、大学や高校等の卒業予定者の就職
（内定）状況の好転を図ることを目的としたもの
であるため。

２．環境

環境分野の技術開発力強化に
資する最先端放射光設備の整
備
(平成21年度第２次補正予算額：
２２億円）

燃料電池や太陽光発電など環境技術開発
を加速するXFEL研究設備(ビームライン)等
の整備

＜交付決定＞
平成22年1月28日交付決定。

＜事業開始＞
理化学研究所に対して既に交付済み。

（進捗状況）
理化学研究所において契約に向けた手続きを
行っているところであり、3月中に設計の契約手
続きを完了し、早急に整備に着手する予定。

（評価指標）
・整備の進捗状況

（当該指標の設定についての考え方）
「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平
成21年12月8日閣議決定）における具体的な対
策「地球温暖化対策に資する先端研究設備の
整備等を行う（後略）」（Ｐ13）に基づき、整備の
進捗状況を指標に設定。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境

環境負荷低減に資する材料開
発のための中性子利用研究設
備の整備
(平成21年度第２次補正予算額：
２０億円）

リチウムイオン電池の開発等に資するJ-
PARC研究設備(ビームライン)の整備

＜交付決定＞
平成22年1月28日交付決定。

＜事業開始＞
日本原子力研究開発機構に対して既に
交付済み。

（進捗状況）
設備の仕様を決定し、現在、法人内において契
約に向けた手続きを行っているところであり、3
月中に契約手続きを完了し、早急に整備に着手
する予定。

（評価指標）
・整備の進捗状況

（当該指標の設定についての考え方）
「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平
成21年12月8日閣議決定）における具体的な対
策「地球温暖化対策に資する先端研究設備の
整備等を行う（後略）」（Ｐ13）に基づき、整備の
進捗状況を指標に設定。

２．環境

低炭素社会構築に向けた研究
基盤ネットワークの整備
(平成21年度第２次補正予算額：
１４０億円）

最先端のナノテクノロジーに関する研究成
果・知見を結集させ、環境技術の実用化を
加速する研究基盤ネットワークの整備

＜公募開始＞
平成22年2月中予定

＜公募受付締切＞
平成22年3月中旬予定

＜事業の採択＞
平成22年3月下旬予定

＜契約締結・事業開始＞
平成22年3月下旬予定

（進捗状況）
公募要領等を準備中。

（評価指標）
・採択機関における装置の整備の進捗状況

（当該指標の設定についての考え方）
「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平
成21年12月8日閣議決定）における具体的な対
策「地球温暖化対策に資する先端研究設備の
整備等を行う（後略）」（Ｐ13）に基づき、整備の
進捗状況を指標に設定。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
地球環境観測の推進
(平成21年度第２次補正予定額：
５１億円）

水循環変動観測衛星(GCOM-W)の衛星バ
ス・搭載センサの開発加速

＜交付決定＞
平成22年2月1日

＜事業開始＞
宇宙航空研究開発機構に対してすでに
交付済み

（進捗状況）
宇宙航空研究開発機構において必要な契約に
向けた手続きを行っているところであり、2月中
に契約手続きを完了する予定。

（評価指標）
水循環変動観測衛星（ＧＣＯＭ－Ｗ）の平成２３
年度打上げに向けた作業計画に対する進捗状
況

（当該指標の設定についての考え方）
本事業は平成２２年度予算案に計上した施策の
実施とあわせ、地球規模での気候変動の予測
精度の向上を図り、地球温暖化対策等に貢献す
る水循環変動観測衛星（ＧＣＯＭ－Ｗ）を遅延な
く確実に打上げる（平成２３年度打上げ予定）こ
とで、グリーイノベーションの推進に資するもの
であるため。

４．生活の安心確保
救急医療の最先端機器の整備・
病院基盤設備の更新(平成21年
度第２次補正予算額：８２億円）

救急医療を行うために必要な最先端の医療
機器や安全な医療の提供に欠かせない基
盤的設備を国立大学附属病院に整備。

＜交付決定＞
平成22年2月16日

＜事業開始＞
すでに交付済み

（進捗状況）
・各大学において必要な契約に向けた手続きを
行っている。

（評価指標）
・医療設備の整備・更新状況

（当該指標の設定についての考え方）
　設備の整備・更新事業であり、大学毎に内容
が異なるため、指標として整備・更新状況が適
切

４．生活の安心確保

医師不足解消に向けた医学部
定員増に伴う教育環境の整備
(平成21年度第２次補正予算額：
２４億円）

医学部定員増を行う大学に対し、解剖実習
台、顕微鏡等の学生教育用設備の整備を
図る。

＜交付決定＞
平成22年2月下旬予定

＜事業開始＞
平成22年2月下旬交付予定

（進捗状況）
・交付要綱等の準備中。

（評価指標）
・医学教育の教育環境の整備状況

（当該指標の設定についての考え方）
・地域医療等を担う医師の養成が図られ、安心・
安全な医療体制の構築につながる。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

４．生活の安心確保
周産期医療環境の整備
(平成21年度第２次補正予算額：
６億円）

周産期医療体制の整備のための大学病院
のNICU（新生児集中治療室）病床等を整備
する。

＜交付決定＞
平成22年3月上旬予定

＜事業開始＞
平成22年3月上旬交付予定

（進捗状況）
・交付先の選定中。

（評価指標）
・大学病院におけるＮＩＣＵ（新生児集中治療室）
等整備数

（当該指標の設定についての考え方）
・医療環境整備により、大学病院の地域医療へ
更なる貢献及び安心・安全な医療体制の構築が
図られる。

４．生活の安心確保

iPS細胞を用いた難病研究を促
進する為の研究基盤整備
(平成21年度第２次補正予算額：
７億円）

iPS細胞リソースの収集・保存・提供を行う共
通インフラ（ｉＰＳ細胞バンク）を構築するため
の設備の整備

＜契約締結・事業開始＞
平成22年2月中予定

（進捗状況）
契約に向けて手続き中。

（評価指標）
・難病研究等に活用できるiPS細胞のリソース提
供数

（当該指標の設定についての考え方）
iPS細胞バンクの構築により、我が国のiPS細胞
研究の裾野の拡大が図られるとともに、患者由
来のiPS細胞を用いた研究を進めることで病気
になる仕組みの解明が進むなど、難病克服に向
けた研究が一層進展することとなるため、「難病
研究等に活用できるiPS細胞のリソース提供数」
を指標に設定する。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

６．「国民潜在力」の発揮

幼保一体化を含めた保育分野
の制度・規制改革

（－）

幼保一体化を含めた、新たな次世代育成支
援のための包括的・一元的な制度の構築を
進める。
このため、主担当となる閣僚を定め、関係閣
僚の参加も得て、新たな制度について平成
２２年前半を目途に基本的な方向を固め、
平成２３年通常国会までに所要の法案を提
出する。
（ｱ）利用者本位の保育制度に向けた抜本的
な改革
・ 利用者と事業者の間の公的契約制度の
導入、保育に欠ける要件の見直し、利用者
補助方式への転換の方向など、利用者本
位の制度を実現する。また、保育料設定の
在り方について、水準の在り方も含め、制度
設計の中で検討する。
（ｲ）イコールフッティングによる株式会社・
NPOの参入促進
・ 株式会社、ＮＰＯ・社会的企業も含めた更
なる参入促進を図るべく、客観的基準による
指定制度の導入を検討する。
・ また、施設整備補助の在り方、運営費の
使途範囲・会計基準等の見直しについて
も、制度設計の中で検討する。
（ｳ）幼保一体化の推進
・ 上記制度における新たな給付体系の検討
等とあわせて、認定こども園制度の在り方な
ど幼児教育、保育の総合的な提供（幼保一
体化）の在り方についても検討し、結論を得
る。

＜行政刷新会議＞
平成22年1月以降主担当となる閣僚を
定める

＜「子ども・子育て新システム検討会
議」＞
　幼保一体化を含む新たな次世代育成
支援のための包括的・一元的なシステ
ムの構築について検討を行うために設
置（平成22年１月29日少子化社会対策
会議決定）

＜「子ども・子育てビジョン」の策定＞
　政府全体の少子化対策として「子ど
も・子育てビジョン」を策定（平成22年１
月29日閣議決定）

＜所要の法案の提出＞
平成22年前半を目途に基本的な方向を
固め、平成23年通常国会までに提出

(参考）
＜社会保障審議会少子化対策特別部
会にて検討中＞
・平成19年12月　「子どもと家族を応援
する日本」重点戦略
・平成19年12月～　検討開始
・平成20年５月　「基本的な考え方」提示
・平成21年２月24日第１次報告
・平成21年12月25日　議論の整理

＜社会保障審議会少子化対策特別部会で検討
中＞
現在、社会保障審議会少子化対策特別部会に
て、新たな次世代育成支援のための包括的・一
元的な制度の構築に向け、御議論いただいてい
る。平成21年２月24日に第１次報告がなされ、
平成21年12月25日には議論の整理がされたと
ころ

＜「子ども・子育て新システム検討会議」＞
　幼保一体化を含む新たな次世代育成支援の
ための包括的・一元的なシステムの構築につい
て検討を行うために設置（平成22年１月29日少
子化社会対策会議決定）。

＜「子ども・子育てビジョン」の策定＞
　政府全体の少子化対策として「子ども・子育て
ビジョン」を策定（平成22年１月29日閣議決定）

＜所要の法案の提出＞
平成22年前半を目途に基本的な方向を固め、
平成23年通常国会までに提出
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（省庁名：厚生労働省）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用
雇用調整助成金の要件緩和
（78億円）

景気の変動などの経済上の理由により、事
業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
休業、教育訓練又は出向により、労働者の
雇用の維持を図った場合に、それにかかっ
た費用を助成する雇用調整助成金につい
て、赤字の企業については、企業規模にか
かわらず、現行要件（※）に加え、最近３か
月の生産量・売上高が前々年同期と比較し
て１０％以上減少していれば、助成金の対
象とする。

（※）最近３か月の生産量・売上高がさらに
その直前の３か月又は前年同期と比べて原
則５％以上減少。

中小企業：支給要領を改正し、平成21
年12月2日より実施中
大企業：支給要領を改正し、平成21年
12月14日より実施中

（進捗状況）
平成21年12月現在の雇用調整助成金全体に係
る休業等実施計画届受理状況は、対象事業所
数は約８２,０００事業所、休業等の対象者数は
約１８７万人

（評価指標）
対象事業所数及び対象者数

（当該指標の設定についての考え方）
雇用調整助成金については、経済情勢が厳しい
ときに利用が増えるものであることから、必ずし
も単純に上記の指標が多ければよいというもの
ではないが,当該指標によって、雇用調整助成金
による雇用維持支援の状況を把握することが可
能であるため。

１．雇用
「ワンストップ・サービス・デイ」の

試行実施を踏まえた展開

国、地方自治体等関係機関の協力の下、仕
事を探している離職者の方が一箇所で職業
相談、住居・生活支援の相談・手続ができる
ようにするもの。

１２月上旬に関係機関への協力要請を
行い、１２月２１日を中心に、全国２０４
箇所のハローワーク等で実施済

（進捗状況）
１２月２１日を中心に、４００市区町村の協力の
下、２０４ハローワーク等で実施。利用者数３，９
２６人

（評価指標）
　－
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用
ハローワークのワンストップ相談
機能の充実
（2.7億円）

ハローワークに「住居・生活支援アドバイ
ザー」を配置し、第2のセーフティネットの各
種支援制度についての総合相談と実施機
関への的確な誘導を行う。

＜要領発出＞
平成22年1月28日

＜募集・採用開始＞
実施中

＜事業開始＞
採用次第、順次配置しているところ。

（進捗状況）
２次補正予算成立を受け、募集・採用を開始し、
順次配置中

（評価指標）
相談実績数

（当該指標の設定についての考え方）
アドバイザーの職務は、住居等困窮離職者に対
し第2のセーフティネット支援施策に関する総合
相談と実施機関への誘導を行う事であり、当該
指標は第二のセーフティネット等支援施策を利
用しようとする者の数を示すものであるため、必
ずしも単純に上記の指標が多ければよいという
ものではないが、当該指標によって、住居・生活
支援アドバイザーの主要業務である住居等困窮
者に対する相談業務の状況を把握することが可
能になるため。

１．雇用 「住まい対策」の拡充
（７００億円）

①住宅手当の継続実施
※加えて、 一定の条件下で支給期間を最
長6か月から最長9か月に延長

②緊急一時宿泊施設の設置等の継続的支
援

③生活保護受給者を対象とする就労支援
員を約２，５００人増員（５５０人→３，０５０
人）、住宅手当受給者を対象とする住宅確
保・就労支援員を約１，２５０人増員（１，２５
０人→２，５００人）

①
＜交付要綱発出＞
２月中に発出予定
＜事業開始＞
都道府県からの申請に基づき交付
　（第１次補正予算としては、実施中）

②
＜交付要綱発出＞
２月中に発出予定
＜事業開始＞
都道府県からの申請に基づき交付
　（第１次補正予算としては、実施中）

③
＜交付要綱発出＞
２月中に発出予定
＜事業開始＞
都道府県からの申請に基づき交付

(進捗状況）
①３月中に交付決定予定
（平成２１年1月末現在での支給決定は11,683
件）

②３月中に交付決定予定
（第１次補正予算としては、H２１.１０末時点にお
いて、利用定員５１３名分の国庫補助について
各自治体からの協議を受け付けている。）

③３月中に交付決定予定

（評価指標）
①住宅手当支給決定件数及び住宅手当受給中
に常用就職した者の数
②緊急一時宿泊施設の利用定員数
③就労支援員数及び住宅確保・就労支援員数

（当該指標の設定についての考え方）
①住宅手当を利用者の視点に立った使い易い
ものとし、利用者の拡大等を図る。
②自治体における緊急一時宿泊施設の増加を
図る。
③自治体における支援員の増配置を目指す。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用
就職安定資金融資の要件緩和
（0円（制度要求））

本制度は、事業主都合の離職に伴い、住居
を喪失した者に対し、住宅入居初期費用等
の必要な資金の貸付を行い、その住居と安
定的な就労機会の円滑な確保を支援するも
のであるが、自己都合離職者のうち、事業
主都合の性格が強いと認められる雇用保険
制度上の「特定受給資格者」相当の離職者
についても貸付対象とすることにより、セー
フティネット機能の強化を図る。

＜改正要領発出＞
２月中に発出予定

＜事業開始＞
３月中旬に開始予定

（進捗状況）
現行制度における実績は以下のとおり。
・融資実行件数11,047件（平成22年1月末現在）
・融資実行金額8,759百万円（平成22年1月末現
在）

（評価指標）
融資実行件数

（当該指標の設定についての考え方）
本制度は、住居を喪失した離職者が対象である
が、住居を喪失しない方が望ましいことであるた
め、必ずしも単純に上記の指標が多ければよい
というものではないが、融資実行件数を把握す
ることにより、セーフティネット機能の強化の効
果を測ることが可能となるため。

１．雇用
「高卒・大卒就職ジョブサポー
ター」の更なる緊急増員（2.5億
円）

就職支援の専門職である「高卒・大卒就職
ジョブサポーター」を更に増員し、未内定の
新規学校卒業者等に対する担当者制によ
る職業相談・職業紹介から職場定着までの
一貫した支援を実施する。

＜募集・採用開始＞
実施中

＜事業開始＞
採用後速やかに実施。

（進捗状況）
2次補正予算成立を受け、募集・採用を開始し、
順次配置中

（評価指標）
新規高卒者・大卒者の内定率
高卒・大卒就職ジョブサポーターの配置人数

（当該指標の設定についての考え方）
他の新卒者支援の施策と相まって実施すること
により、新卒者の内定率を高める。

１．雇用 関係機関の連携強化

ハローワークに緊急学卒支援窓口を設置
し、高校との連携を強化する。

＜通達発出＞
平成２１年１２月１０日

＜事業開始＞
通達発出後速やかに実施中。

（進捗状況）
47都道府県労働局の各ハローワーク内（学卒担
当部門）に設置

（評価指標）
上記「「高卒・大卒就職ジョブサポーター」の更な
る緊急増員」に同じ
緊急学卒支援窓口設置数

（当該指標の設定についての考え方）
上記「「高卒・大卒就職ジョブサポーター」の更な
る緊急増員」に同じ

29



対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用
就職面接会の積極的な開催と
周知徹底

企業説明会、就職説明会を積極的に開催す
るとともに、学校や学生・生徒、企業への周
知を徹底する。

＜通達発出＞
平成２１年１２月１０日

＜事業開始＞
通達発出後速やかに実施中。

（進捗状況）
就職面接会開催回数（22年１月）：３７回
就職面接会開催予定回数：１２７回（２月～３月
末）

（評価指標）
上記「「高卒・大卒就職ジョブサポーター」の更な
る緊急増員」に同じ
就職面接会開催回数

（当該指標の設定についての考え方）
上記「「高卒・大卒就職ジョブサポーター」の更な
る緊急増員」に同じ

１．雇用 求人拡大への要請

文部科学大臣・厚生労働大臣・経済産業大
臣の連名にて、業界団体等に対し、新規学
校卒業者の採用拡大に努めていただくとと
もに加盟企業に周知徹底を図るよう要請す
る文書を発出するとともに、日本経済団体
連合会・日本商工会議所・全国商工会連合
会・全国中小企業団体中央会に対しては、
文部科学大臣・厚生労働大臣・経済産業大
臣が直接採用拡大の要請を行う。

＜要請文発出＞
平成２１年１２月２２日

＜大臣要請＞
平成２１年１２月２２日

（進捗状況）
要請文発出団体数：２４５団体

（評価指標）
上記「「高卒・大卒就職ジョブサポーター」の更な
る緊急増員」に同じ

（当該指標の設定についての考え方）
上記「「高卒・大卒就職ジョブサポーター」の更な
る緊急増員」に同じ

１．雇用
新卒者体験雇用事業の創設（0
円（制度要求））

1か月の体験雇用（有期雇用）の機会を設け
ることにより、未就職卒業者の希望職種の
選択肢を広げ、その後の正規雇用への移行
を促進する「新卒者体験雇用事業」を創設
する。

＜要領発出＞
平成２２年２月１日

＜事業開始＞
要領発出後速やかに実施中。

（進捗状況）
2月1日に要領を発出し、事業開始。

（評価指標）
上記「「高卒・大卒就職ジョブサポーター」の更な
る緊急増員」に同じ
体験雇用開始者数
（当該指標の設定についての考え方）
上記「「高卒・大卒就職ジョブサポーター」の更な
る緊急増員」に同じ
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用
「未就職卒業者向け」職業訓練
の実施及び訓練・生活支援給付
の拡充

緊急人材育成支援事業を活用し、未就職卒
業者向け職業訓練コースを創設。あわせ
て、訓練・生活支援給付に係る対象者の拡
充を図る。

＜実施要領等の改正＞
平成２２年２月中（予定）

＜事業開始＞
平成２２年３月（予定）

（進捗状況）
平成２２年１月下旬に、都道府県労働局及び雇
用・能力開発機構へ、未就職卒業者向け職業訓
練コースの取り扱いについて通知済。訓練・生
活支援給付に係る要領は改正作業中（平成２２
年２月中に改正予定）。

（評価指標）
　訓練修了者の就職率及び就職者数

（当該指標の設定についての考え方）
　当該訓練は、未就職卒業者の就職を支援する
ためのものであり、訓練の効果を測定するため
の指標として、就職率及び就職者数が適当であ
るため。
　なお、当該訓練コースは、基礎的な職業能力
を身につけることを目的としており、本コース修
了後さらに実践的な職業訓練を受講することも
想定される。

１．雇用
重点分野雇用創造事業の創設
(1500億円)

地域の雇用失業情勢が厳しい中で、介護、
医療、農林、環境等成長分野として期待さ
れている分野における新たな雇用機会を創
出するとともに、地域ニーズに応じた人材を
育成し雇用に結びつけるための事業を実
施。

＜交付要綱、事業実施要領発出＞
平成２２年１月２８日

＜事業開始＞
その後、各都道府県に交付金を交付
し、各都道府県及び市町村において事
業計画を策定のうえ事業実施

（進捗状況）
都道府県からの交付申請の後、順次事業にか
かる交付金を交付し、事業が開始されることと
なっている。
※交付済（２県）、３月17日交付予定（18道都県）、３月25日交付予

定（26府県）、７月９日交付予定（１県）

（評価指標）
・雇用創出数（介護、医療、農林、環境・エネル
ギー、観光、地域社会雇用）
※分野ごとの雇用創出数は各都道府県の事業計画による。

・介護分野の資格取得数（介護雇用プログラム
支援者数）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業により、介護、医療等の成長分野におけ
る雇用が創出されるとともに、雇用に結びつける
ための人材育成が期待される。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用
建設労働者の雇用の確保及び
再就職の促進（200万円）

○建設業新分野教育訓練助成金
　建設労働者を継続して雇用しつつ、グリー
ン雇用等の建設業以外の事業を開始する
建設事業主に対し、当該事業に従事するた
めに必要な教育訓練の費用の一部を助成。

○建設業離職者雇用開発助成金
　45～59歳の建設業離職者を、継続して雇
用する労働者として雇い入れた事業主に対
し助成。

2月8日に雇用保険施行規則を改正、要
領発出をし、実施中。

（進捗状況）
2月8日から制度実施。

（評価指標）
助成金ごとの支給件数及び対象労働者数

（当該指標の設定についての考え方）
本助成金は、公共投資の減少等から建設事業
主の工事受注量が減少した場合や、建設業から
離職者が発生し再就職が困難な状況になった
場合に、利用されるものであることから、単純に
上記の指標が多ければ良いというものではない
が、当該指標によって、建設労働者の雇用の確
保及び再就職に対する支援状況について、把握
することが可能となるため。

１．雇用
待機児童解消への取組
（２００億円）

安心こども基金の積み増しを行い、待機児
童解消のために、地域の余裕スペースを活
用して、小規模な認可保育所の分園等及び
家庭的保育の実施場所を設置する場合(賃
貸物件を含む。）の改修等について、補助を
拡充する。

＜要綱等発出＞
平成22年2月中に交付要綱等発出予定

（進捗状況）
交付要綱等発出に向けた内部決裁等を実施
中。

（評価指標）
３歳未満児の公的保育サービスの利用割合

（設定の考え方）
当該施策は、「子ども・子育てビジョン」を達成す
るための施策の中の１つであるから、当該ビジョ
ンと同様の指標の利用が適当である。

１．雇用 母子家庭等の在宅就業支援

安心こども基金における「ひとり親家庭等の
在宅就業支援事業」について、従来の国審
査分事業だけでなく、各都道府県において
審査・採択を実施できる枠組みを設ける。

＜運営要領の改正等＞
平成２１年１２月に運営要領を改正し、
各都道府県へ配分額を内示済み。今
後、都道府県からの交付申請に基づき
交付決定を行い、その後各都道府県に
おいて、事業の審査・採択を行う。

＜交付申請提出＞
平成２２年２月

（進捗状況）
都道府県の安心こども基金に対し、平成２２年３
月に交付予定。

（評価指標）
ひとり親家庭等の在宅就業支援事業の参加者
数

（設定の考え方）
本事業により仕事と家庭の両立を図りやすい働
き方として、母子家庭等の在宅就業の拡大を図
るための地方自治体の取組を推進し、母子家庭
等の在宅就業を促進する。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用
「育児・介護休業トラブル防止指
導員」の設置
（２７，５６１千円）

いわゆる「育休切り」等のトラブルを防止す
るための周知・指導や、個別の事案に関す
る相談対応を担当する「育児・介護休業トラ
ブル防止指導員」を設置する。

＜各労働局への準備指示＞
平成２２年１月初旬

＜通達発出＞
２月１日に発出済み。

＜配置・稼働＞
２月１日に設置・稼働済み。

（進捗状況）
２月１日に通達を発出し、同日より設置・稼働し
ている。

（評価指標）
育児休業・介護休業の不利益取扱いに関する
相談対応件数

（当該指標についての考え方）
個別の事案に対する労働者等からの相談への
対応を強化し、より多くの事案に対応することよ
り、育児休業等を取得しやすい環境を整備し、
仕事と家庭の両立を図る。

１．雇用
トランポリン型の「第２のセーフ
ティネット」の確立

非正規労働者や長期失業者等に対し、職業
訓練とその期間中の生活保障を行う求職者
支援制度の創設に向けた検討。

平成２３年度に創設予定。
平成２１年９月より、労働政策審議会に
おいて昨年７月から実施している「緊急
人材育成支援事業」の実績を踏まえて
検討中。年内に取りまとめ、同審議会に
諮問した上で２３年通常国会に法案提
出。

（進捗状況）
労働政策審議会において検討中。

（評価指標）
―

１．雇用
雇用保険の非正規労働者に対
する適用拡大

非正規労働者に対するセーフティネット機能
強化の観点から適用範囲の拡大について
検討を進める。

＜労働政策審議会への諮問・答申＞
平成２２年１月１２日諮問、１３日答申

＜関係法律の改正法案提出＞
平成２２年１月２９日、通常国会に提出。
平成２２年４月１日施行予定。

（進捗状況）
改正法案を国会に提出したところ。

（評価指標）
―

１．雇用
雇用保険の国庫負担の引き上
げ
（3500億円）

・雇用調整助成金の要件緩和にあわせ、成
22年度からの失業等給付に係る国庫負担
の引上げについては、雇用保険制度の安定
的運営を確保するため、平成21年度第２次
補正予算において対応する。
・平成23年度以降については、平成23年度
予算編成過程において検討し、安定財源を
確保した上で、国庫負担を本則（25％）に戻
す。これを雇用保険法の改正に盛り込む。

＜労働政策審議会への諮問・答申＞
平成２２年１月１２日諮問、１３日答申

＜関係法律の改正法案提出＞
平成２２年１月１８日、通常国会に提出、
１月２８日成立。

（進捗状況）
改正法案を国会に提出し、成立したところ。２月
３日公布・施行。

（評価指標）
―
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

４．生活の安心確保
現行高齢者医療制度の負担軽
減措置
（２，９０２億円）

高齢者医療制度が廃止されるまでの間、平
成２２年度においても以下の①～③の措置
を継続する。
①７０歳から７４歳までの患者負担割合の引
き上げ（１割→２割）の凍結
②被用者保険の被扶養者であった方の保
険料軽減の継続（均等割９割軽減）
③所得の低い方の保険料軽減の継続（均
等割９割・８．５割、所得割５割軽減）

＜交付要綱発出＞
　平成２２年２月

＜事業開始＞
　平成２２年４月

①について
審査支払機関に設置している基金に対し、平成
２２年３月に交付予定。

②及び③について
　各広域連合では、平成２２年２月～３月の広域
連合議会において、平成２２年度・２３年度の保
険料を決定する予定。
　また、各広域連合に設置している基金に対し、
平成２２年３月に交付予定。

（評価指標）
対象となる被保険者のうち、保険料等の負担が
軽減される者の割合

（当該指標の設定についての考え方）
本事業実施により、現に対象となる全ての被保
険者の保険料等の負担が軽減されることをもっ
て、本事業の効果を図る指標とした。

４．生活の安心確保
生活保護、医療保険による生活
支援
（２，８３５億円）

生活保護、医療保険について、平成21年度
に必要となる追加財政措置を講じる。

４．生活の安心確保
国産ワクチンの生産能力向上
（９５０億円）

細胞培養法を開発し、現在の鶏卵培養法で
は１年半～２年を要する全国民分の新型イ
ンフルエンザワクチンを約半年で生産可能
な体制を構築する。

＜管理運営要領、交付要綱の改定＞
１月２８日交付要綱発出。

＜事業実施団体の選定＞
事業実施団体における第一次補正分の
事業の進捗状況に応じて、第二次補正
分についても事業実施団体の公募を開
始する予定（なお、第一次補正分につい
ては、現在事業実施団体を公募中。）。

＜進捗状況＞
１月２８日交付要綱発出。
基金管理団体から交付申請書の提出を受け、
現在審査中。

（評価指標）
全国民分の新型インフルエンザワクチンが生産
可能となるまでに要する期間

（当該指標の設定についての考え方）
当該事業は、（５年後を目処に）全国民分の新型
インフルエンザワクチンを半年間で生産可能と
なる体制の構築を目指すものである。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

４．生活の安心確保
新型インフルエンザワクチン接
種費用の助成
（２０７億円）

政府の新型インフルエンザ対策本部が定め
た優先接種対象者における低所得者への
ワクチン接種費用の助成を引き続き行うとと
もに、優先接種対象以外の者においても、
同様に低所得者に対して、ワクチン接種費
用を助成する。

＜交付要綱発出＞
平成２２年２月上旬（平成２１年度第２次
補正予算成立同日）
＜事業開始＞
交付要綱発出後、優先接種対象者以外
の者の接種開始日から）

（進捗状況）
交付要綱の作成済
交付申請書の受付中
（評価指標）
接種率
（当該指標の設定についての考え方）
低所得者における接種率の向上が期待される。

４．生活の安心確保
医療機関における設備整備
（１６億円）

新型インフルエンザ患者への対応に必要な
医療機器等の整備など、地方自治体の医
療提供体制を整備するため、入院医療機関
における人工呼吸器、個人防護具（ＰＰＥ）
及び簡易陰圧装置、外来における院内感染
防止のための設備の整備に対する補助を
行う。

＜協議書提出依頼＞
平成２１年１２月１５日
＜協議書提出〆切り＞
平成２１年１月１５日
＜内示＞
平成２２年２月初旬
＜申請書提出〆切り＞
平成２２年２月中旬
＜交付決定＞
平成２２年２月下旬～３月上旬

（進捗状況）
感染症外来協力医療機関
７７医療機関内示済
新型インフルエンザ患者入院医療機関
１０８医療機関内示済
（評価指標）
設置件数
（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、新型インフルエンザに関
する地方自治体の医療提供体制が整備される。

６．「国民潜在力」の発揮
休暇取得促進への支援措置（指
針見直し等）(－)

休暇取得を促進するため、労働時間等設定
改善法に基づく「指針」を見直し、年次有給
休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関
係者の取組の促進を図る。また、「指針」を
踏まえ、一定日数以上の連続した休暇の取
得など更なる具体的な改善措置を行った事
業主を助成。

＜労働政策審議会 労働条件分科会の
開催＞
「指針」改正に向け、平成22年3月3日
（水）に開催予定
＜助成措置＞
平成22年度予算に盛り込み済
＜施行＞
平成22年4月1日（予定）

（進捗状況）
平成22年4月1日施行に向けて、「指針」の改正
案を検討中

（評価指標）
　―
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（省庁名：農林水産省）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
＜成長戦略への布石＞
（１）森林・林業再生の加
速
○集約化と利用間伐の
推進に資する人材の育
成と施業の効率化

森林を活かすプランナー育成サ
ポート事業（0.4億円）

　作業箇所をまとめた効率的な間伐を進め
るために、作業方法、収支見込み等の具体
的なプランを作り、所有者に働きかける人材
（森林施業プランナー）を育成する集合研
修、専門家の派遣を実施。

＜交付要綱制定＞
平成２２年１月（補正予算成立日）

＜公募開始＞
平成２２年１月

＜公募受付締切＞
平成２２年１月

＜事業の採択・認定＞
平成２２年２月

＜事業開始＞
平成２２年２月

（進捗状況）
閣議決定後の問い合わせ件数　都道府県等
13件
課題提出期限：２月12日（提出件数：1件）
補助事業者決定：２月18日
交付決定：２月下旬（予定）

（評価指標）
育成したプランナーによる施業提案により、実施
が見込まれる利用間伐の面積（研修終了後、実
際に間伐が実施されるまでには、半年から1年
程度の期間が必要と想定されることから、毎月
のフォローアップに当たっては、見込面積を指標
とする。）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、森林施業プランナーを180
人程度育成し、これらの者により施業が集約化
され、効率的な間伐の実施が促進されることが
考えられる。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
＜成長戦略への布石＞
（１）森林・林業再生の加
速
○集約化と利用間伐の
推進に資する人材の育
成と施業の効率化

先進林業機械導入・オペレー
ター養成促進緊急対策事業（20
億円）

①　先進林業機械の導入・改良等
　国内外の先進林業機械等の導入・改良、
新作業システムの開発・実証、オペレーター
訓練や国内外の技術者交流等
②　低コストで耐久性のある路網の作設を
行うオペレーターの養成等
　路網作設等を行うオペレーターの指導者
の養成、路網作設等を行うオペレーターの
養成を行うOJT研修や現地検討会の実施、
路網作設の実習施工等

＜交付要綱制定＞
平成２２年１月（補正予算成立日）

＜公募開始＞
平成２２年１月

＜公募受付締切＞
平成２２年２月

＜事業の採択・認定＞
平成２２年２月

＜事業開始＞
平成２２年２月

（進捗状況）
閣議決定後の問い合わせ件数：地方自治体、林
業機械関係者　約110件
課題提出期限　　 ２月１２日
補助事業者決定　２月１８日（一部調整中）
交付決定　　　　　 ２月下旬（予定）

（評価指標）
素材生産量に占める高性能林業機械を使用し
た生産量の割合（平成２７年度に６割へ拡大（３
割（平成16年）→６割（平成27年）。年間ごとに把
握。）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、新作業システムの開発、
路網作設オペレータの養成等が促進され、高性
能林業機械を使用した生産量の割合の拡大に
つながり、効率的な間伐の実施につながると考
えられる。
なお、上記指標による把握は年１回行うこととな
るため、本事業による研修の実施状況等をもっ
て毎月のフォローアップとする考え。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
＜成長戦略への布石＞
（１）森林・林業再生の加
速
○森林・林業再生プラン
（仮称）の実践

森林・林業再生プラン実践事業
（12億円）

　全国５地区の先行地域において、地域の
全体計画に基づき路網の整備、境界確定、
高性能林業機械を活用した利用間伐の実
践的取組を実施

＜交付要綱発出＞
平成２２年１月（施行済み）

＜公募開始＞
平成２２年１月

＜公募受付締切＞
平成２２年１月（公募済み）

＜事業の地区採択＞
平成２２年２月

＜事業開始＞
平成２２年２月

（進捗状況）
閣議決定後の問い合わせ件数　都道府県等
13件
課題提出期限：２月12日（提出件数：１６件）
　　　　　森林・林業再生プラン実践事業　14件
           （森林組合等）
　　　　　中央支援事業　２件（コンサルタント）
補助事業者決定：２月18日
交付決定：２月下旬（予定）

（評価指標）
全国で新たな作業システムが導入されることに
よる利用間伐の実施面積（四半期ごとに把握す
る。）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業は林業生産コストの低減に意欲的な地
域において新たな作業システムよる搬出間伐等
を実施し、森林・林業の再生への課題を整理し、
解決策を明確にすることにより効率的な間伐等
を推進するものであることから、新たな作業シス
テムによる間伐等の実施面積を成果として把握
することとする（ただし、間伐の実施状況は、地
域、季節等によって異なるものであることから、
四半期ごとの把握とする。）。
なお、本事業の進捗状況をもって毎月のフォ
ローアップとする考え。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
＜成長戦略への布石＞
（１）森林・林業の再生の
加速
○木材利用の加速

地域材利用加速化緊急対策支
援事業（10億円）

　国産材住宅及びこれに係る部材について
の様々な機能の有効性の検証に必要となる
データ等を取得し、地域材を活用した住宅
や製品の実用化及び普及を推進。

＜交付要綱制定＞
平成２２年１月２８日（補正予算成立日）

＜公募開始＞
平成２２年１月１８日

＜公募受付締切＞
平成２２年２月１２日

＜事業の採択・認定＞
平成２２年２月１８日（予定）

＜事業開始＞
平成２２年２月中

（進捗状況）
閣議決定後の問い合わせ件数：12件
課題提出期限：２月12日（提出件数：10件）
補助事業者決定：２月18日
交付決定：２月下旬（予定）

（評価指標）
住宅・建築分野における地域材利用に資する製
品化数
（製品化という当該事業の性格上、成果の発現
は早くとも１年後を想定）

（当該指標の設定についての考え方）
　本事業の実施により、住宅・建築分野における
地域材部材の製品化等を行うことにより、地域
材の需要が拡大し、ひいては森林整備の促進
による多面的機能の持続的な発揮や地域雇用
の促進につながると考えられる。
　なお、本事業は、地域材を活用した住宅や製
品の実用化や普及を推進するために行うもので
あり、その成果を毎月得ることができる性質のも
のではないことから、標記指標による把握が可
能となるまでは、製品化へ向けた事業の進捗状
況をもって毎月のフォローアップとする考え。

２．環境
＜成長戦略への布石＞
（３）交通・産業、地域の
低炭素化の推進
○地域における環境配
慮の取組への支援等

農山漁村環境力強化実証事業
(8億円）

　農山漁村地域における循環型社会の形
成、エネルギーの地産地消を図るため、中
空設置型太陽光パネル等農山漁村地域と
調和する再生可能エネルギー供給システム
の実証を支援。

＜交付要綱発出＞
平成２２年１月２８日

＜募集開始＞
平成２２年１月１３日

＜募集受付締切＞
平成２２年２月１５日

＜事業の採択・認定＞
平成２２年２月

＜事業開始＞
平成２２年２月

（進捗状況）
事業実施計画書2件提出

（評価指標）
技術実証データ

（当該指標の設定についての考え方）
本事業は、先進的な太陽光パネル設置（中空設
置型）技術の確立を主目的とする実証事業であ
るため、事業完了年度以降5年間、毎年9月まで
に報告される技術実証結果（設備利用率、発電
単価等）のデータを得ることを成果としている。
なお、当該事業のアウトプットである、太陽光パ
ネルによる累積発電量、CO2削減量についても
把握することとしている。 39



対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

３．景気
＜金融対策＞
（１）「景気対応緊急保
証」の創設等
○「景気対応緊急保証」
の創設等

林業・木材産業経営安定化対策
事業（20億円）

　林業者･木材産業者が事業に必要な資金
を円滑に調達できるよう、（独）農林漁業信
用基金に対して出資を行い、新たに無担保
無保証人保証の創設や保証枠の拡大を実
施。

＜事業開始＞
平成22年2月1日より保証引受を開始

＜閣議決定後の問い合わせ件数＞
事業者、金融機関、都道府県　約60件

＜アウトカム指標＞
雇用が維持される人数
※事業開始が2月1日からのため、現時点の実
績は集計中

（当該指標の設定の考え方）
本事業の実施により、資金調達の円滑化が図ら
れ、林業者・木材産業者が事業を継続できるよ
うになることから、雇用維持につながると考えら
れる。

３．景気
＜金融対策＞
（１）「景気対応緊急保
証」の創設等

漁業緊急保証対策（２０億円）

　漁業者の資金繰り支援のため、施設資
金・運転資金について、平成２１年度第１次
補正予算において措置した無担保無保証人
等の特別保証枠を、平成２１年度第２次補
正予算において２５０億円拡大し１，４５０億
円とするとともに、期限を１年間延長する。

漁業緊急保証対策事業は、既に実施し
ているところであり、２次補正予算の成
立を受け、事業期間の２２年度末までの
延長を速やかに実施する。

（進捗状況）
・平成２２年１月末現在、各漁業信用基金協会
の緊急保証対策による保証引受件数２，７８２
件、保証引受総額３６１億円。

（評価指標）
・漁業信用保証保険の状況（保証保険引受件数
と引受額の前年度との比較）

（当該指標の設定についての考え方）
・本事業は、漁業者の資金繰り支援を目的とし
てしており、資金融通の状況を評価するため保
証保険引受の動向を評価指標とするものであ
る。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

６．「国民潜在力」の発揮

環境・エネルギー分野での制
度・規制改革
・森林・林業再生に向けた路網
整備に係る同意取付の仕組の
整備
（－）

　路網整備に係る森林所有者の同意取り付
け円滑化に向けたルールの整備（実 効性
ある調停・裁定のルール等）につき、早急に
検討に着手し、22年度中に結論を得る。

＜行政刷新会議＞
早急に検討に着手し、平成22年度中に
結論を得る。

＜森林・林業再生プラン＞
検討事項として記載（平成21年12月25
日公表）

＜現場の実態把握＞
平成22年１月

＜課題の抽出＞
平成22年２月～

＜森林・林業基本計画の策定にあわせ
た検討＞
平成22年度末までを目途

＜現場の実態把握＞
・平成２２年１月１８日、１９日に開催した都
道府県森林整備担当課長等打合せ等にお
いて都道府県の担当者から同意取付に係る
問題点等について聞き取り調査を実施。
・さらに、現場レベルでの詳細情報を把握す
るため、今後、都道府県経由で関係市町
村、森林組合等を対象としたアンケート調査
を実施し（２月～３月）、これらを踏まえ、年
度内に課題抽出を行う予定。
・抽出された課題については、平成２２年度
末までを目途とする森林・林業基本計画の
改定に併せ、検討を進める予定。
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（省庁名：経済産業省）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用
○新卒者支援の強化
・就職説明会の積極的な開催と
周知徹底

・平成20年度第２次補正において造成した
基金により、全国で大学ごと地域ごとの就
職説明会を開催。

＜随時実施中＞ （進捗状況）
・12月末までに162回開催（参加人数26,571人、
参加社数4,156社）
・今後、22年3月末までに90回開催の予定。

（評価指標）
・施策による就職者数　(随時集計）
・施策による内定者数　（随時集計）

（当該指標の設定についての考え方）
施策の実施により、雇用のミスマッチ解消が進
み、平成２１年度以降に学校を卒業する方等の
就職につながると考えられる。

１．雇用

○新卒者支援の強化
・採用意欲のある中小企業等の
掘り起こし加速
（１）「雇用創出企業」のリストを
年内に発表

ものづくりやサービス業、建設業等の分野に
おいて、採用意欲があり、かつ人材育成に
優れる企業を取りまとめ、その魅力発信を
行うことで、雇用のミスマッチの解消を図る。

＜「雇用創出企業」のリストの公表
（1,443社）＞
　平成２１年１２月２５日

（進捗状況）
・1月22日に、1,443社の「雇用創出企業」の魅力
を発信するためのウェブサイトを公表。
・今後、大学、ハローワーク、ジョブカフェ等で積
極的に紹介。

（評価指標）
・「雇用創出企業」掲載企業への就職者数

（当該指標の設定についての考え方）
本政策は、新卒者をはじめとした求職者が企業
の企業概要及び製品紹介、人材育成方針、キャ
リアプラン等の魅力に触れ、実際に当該企業に
アプローチする機会が増大するもの。結果とし
て、「雇用創出企業」掲載企業において実際の
就職者数を確認することにより、本施策の施策
効果を評価することが可能。
なお、リスト掲載企業においては、随時採用を
行っているケース、４月に一括して採用するケー
スなど多種多様であることから、４月採用が一段
落したタイミングで実績を確認することが有益と
考えられ、平成２２年７月目途に実施予定。

42



対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用

○新卒者支援の強化
・採用意欲のある中小企業等の
掘り起こし加速
（２）中小企業の新規人材発掘
促進対策
（第二次補正76.2億円、その他
施策併せて150億円の事業を実
施）

・平成20年度第２次補正で造成した基金及
び平成21年度第２次補正予算を活用し、①
新卒者を対象としたインターンシップ事業を
行うとともに、②中小企業の求人開拓、魅力
発掘を採用支援会社に委託し、求人と求職
のマッチングを図る。

＜公募開始＞
　①平成２２年１月１９日
　②平成２２年１月２１日

＜公募締切＞
　①平成２２年２月２日
　②平成２２年２月１０日

＜事業開始＞
　①、②とも平成２２年４月上旬

（進捗状況）
①
・2月5日に委託事業者を決定
・2月15日より、参加を希望する新卒者と受入れ
中小企業を広く募集中。
②
・３月初旬までに委託先を決定し、４月上旬の事
業開始に向けて現在準備中。

（評価指標）
①
・施策による中小企業の職場実習実施のべ人数
（４月より毎月集計）
②
・支援企業数（集計頻度未定）
・施策による内定者数（集計頻度未定）

（当該指標の設定についての考え方）
①
施策の実施により、新卒者の中小企業の魅力
や仕事のやりがいなどについての理解が進み、
平成２１年度に学校を卒業する方の就職につな
がると考えられる。
②
施策の実施により、雇用のミスマッチ解消が進
み、中小企業の人材獲得の促進、平成２１年度
以降に学校を卒業する方等の就職につながると
考えられる。

１．雇用
○新卒者支援の強化
・求人拡大への要請
（予算措置なし）

文部科学省・厚生労働省・経済産業省の連
名にて、２４５の業界団体等に対し、新規学
校卒業者の採用に努めていただくとともに
加盟企業に周知徹底を図るよう要請する文
書を発出。

＜要請文の発出＞
　平成21年12月22日

（進捗状況）
・12月22日に、文部科学大臣、厚生労働大臣、
経済産業大臣の三大臣連名で、245の経済団体
等に対し、要請文を発出。

（評価指標）
上記と同様の指標で評価

（当該指標の設定についての考え方）
関連する施策と合わせ、平成２１年度以降に学
校を卒業する方等の就職につながると考えられ
る。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境

・エコポイント制度の延長（平成
22年末まで）
（2,347億円　うち経産省分800億
円）

地球温暖化対策の推進、経済の活性化及
び地上デジタル放送対応テレビの普及を目
的に、対象省エネ家電の購入に対して、
様々な商品と交換可能なエコポイントを発行
する「家電エコポイント」について、以下を実
施。

適用期限を平成22年12月31日まで延長（従
来は平成22年3月31日まで）。あわせて、利
用者の利便性を考慮し、申請手続を改善。

＜補助金の交付決定＞
・平成２２年２月中に実施予定。

＜申請手続の改善＞
平成２２年４月から実施。

（進捗状況）
・２月18日現在、約８７２万件の申請を受け付
け、そのうち申請手続が完了した約７９９万件、
約１２５４億点についてポイントを発行。
・制度開始（５月中旬）から１月下旬における3品
目合計の売上げが前年同期比で1．2倍。

（評価指標）
・対象商品（地上デジタル放送対応テレビ、エア
コン、冷蔵庫）の販売状況（台数ベース、金額
ベース）（毎月）

（当該指標の設定についての考え方）
・本事業の実施により、対象商品の売上増につ
ながる。

３．環境
・対象家電の省エネ基準の強化
（－）

省エネ基準の見直しに伴い、エコポイントの
対象となるテレビを、より省エネ性能の高い
製品に限定

＜テレビの省エネ基準の見直し＞
・平成２２年２月１８日に新基準公布予
定。
・平成２２年４月１日に新基準施行予
定。

（進捗状況）
・平成２２年１月に省エネルギー基準部会小売
事業者表示判断基準小委員会で検討・とりまと
め。

（評価指標）
・地上デジタル放送対応テレビ販売に占める対
象製品（新基準において四つ星以上のもの）の
割合。

（当該指標の設定についての考え方）
・本事業の実施により、対象商品の売上増につ
ながる。

４．環境 ・ＬＥＤ電球等の利用促進（－）

エコポイント上の優遇措置を設け、省エネ効
果の高いＬＥＤ電球等の商品交換を促進

＜LED電球等の優遇措置＞
平成２２年４月から実施予定。

（進捗状況）
・ＬＥＤ電球等への交換割合は０．１８％、交換件
数は１万５千件。（１月末時点）

（評価指標）
・ＬＥＤ電球等即時交換商品の交換割合と交換
数。

（当該指標の設定についての考え方）
・本事業の実施により、省エネ性能の高い製品
の普及拡大。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境

環境対応車への購入補助の延
長
２次補正予算額：
国交省計上分３０５億円
他に経産省計上分２，３０４億円

環境性能の良い新車の買換・購入を促進す
ることにより、環境対策と景気対策を効果的
に実現するべく、環境対応車への買換・購
入に対する支援を１次補正により行っている
ところ。当該事業を平成２２年９月まで継続

【補助金額】
経年車の廃車を伴う場合：
２５万円（登録）、１２．５万円（軽）、１８０万
円（大型）等
廃車を伴わない場合：
１０万円（登録）、５万円（軽）、９０万円（大
型）等

本事業は１次補正予算により平成２１年
６月より実施している事業について延長
するものであるが、２次補正予算分につ
いては以下のスケジュールで実施

＜交付要綱発出＞平成２２年２月1日
＜公募開始＞平成２２年２月３日
＜公募受付締切＞平成２２年２月１５日
＜事業の採択・認定＞平成２２年２月１
７日
＜事業開始＞平成２２年３月中（予定）

（進捗状況）
１次補正予算による事業の進捗状況（２月９日
時点）
＜申請件数＞　約１９８万台
（うち経産省分約１９６万台、国交省分約２０，４０
０台）
＜交付決定件数＞　約１６６万台
（うち経産省分約１６５万台、国交省分約１１，３０
０台）

（評価指標）
・新車新規登録・届出台数(毎月)
・新車登録台数におけるエコカー比率(毎月)

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、環境性能の良い新車の買換・購
入が促進される効果が得られることから、これを
指標として設定。

２．環境

・環境対応車への購入補助の延
長等
（ｲ）省エネ法に基づく燃費規制
による更なる燃費改善
（－）

現在の２０１０年度（平成２２年度）燃費基準
よりも更に厳しい２０１５年度（平成２７年度）
燃費基準の達成に向けた燃費改善を促進

・２０１５年度（平成２７年度）燃費基準に
ついては、２００７年（平成１９年）２月に
決定・公表済。各メーカーでは目標達成
に向けた開発等を継続中

・２０１５年度（平成２７年度）燃費基準に
対応した燃費表示を２０１１年（平成２３
年）４月に本格実施予定

（進捗状況）
乗用車について、目標年度（２０１５年度）におい
て、２００４年度（平成１６年度）実績値と比べて２
３．５％の燃費改善見込

（評価指標）
・燃費の改善度(毎年６月末)

（当該指標の設定についての考え方）
本施策の実施により、各メーカーが燃費基準の
目標達成に向けた開発等を進めるため、燃費改
善につながると考えられる。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
３．景気

・住宅版エコポイント制度の創設
1,000億円（国土交通省、環境省
分667億円含む）

以下の取組に対して、住宅版エコポイント
（多様な商品・サービスに交換可能なポイン
ト）を発行することにより、環境対応住宅の
普及を図る事業
○エコ住宅の新築
省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
または省エネ基準を満たす木造住宅
○エコリフォーム
窓の断熱改修、外壁・天井または床の断熱
材の施工等
※エコ住宅の新築については、平成21年12
月8日～平成22年12月31日に建築着工した
もの、エコリフォームについては、平成22年1
月1日～平成22年12月31日に工事着手した
ものが対象となる。(平成22年1月28日以降
に工事が完了したものに限る）

＜事業内容の周知＞
・国土交通省・経済産業省・環境省の
ホームページにおいて制度概要を公表
（H21.12.17　「住宅版エコポイント制度の
概要について」ホームページ開設、
H21.12.24　制度概要更新、H22.1.15発
行エコポイント数等について）

＜交付要綱発出＞
・H22年2月4日

＜基金設置法人・事務局の公募、選定
＞
・平成22年1月７日公募開始、H22年2月
4日公募結果発表

＜エコポイント申請受付開始＞
・平成22年3月上旬にエコポイント申請
手続きが開始できるよう準備中。

＜進捗状況＞
・1/28～2/8：交換商品の公募を実施。
・3月上旬にエコポイント申請手続きが開始でき
るよう準備中。
・問合せ件数：1日200～300件

＜評価指標＞
・申請状況（新築・リフォームの申請件数、ポイン
ト発行件数・点数）（毎月）

＜当該指標の設定についての考え方＞
本事業の効果を客観的に把握することのできる
指標。

２．環境
 ・グリーンイノベーションの推進
（172.6億円）

グリーンイノベーションを推進、加速していく
ため、ＬＥＤ照明等の高品質次世代照明の
実現に向けた基盤技術の開発、電気自動
車等のモーターに用いられるレアメタルの代
替・低減化の基盤技術の開発、省資源・高
効率な生産工程を実現する高機能センサー
基盤技術の開発・実証等、環境技術の実用
化に向けた開発の加速化及び革新的技術
開発の推進を行う。

1月中旬～2月上旬にかけて公募を行っ
ているところ。今後、3月末迄に事業者
の決定・契約を行う予定。

（進捗状況）
1月中旬から２月中旬にかけて公募を実施し、現
在、採択に向けて応募案件の審査を進めている
ところ。

（評価指標）
論文数、特許件数等（事業終了後に把握）

（当該指標の設定についての考え方）
研究開発事業であり、指標として定量的な把握
が可能なものを設定。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境 ・自動車用電池の規格統一化
（－）

自動車用電池については、技術を守る部分
を見極めた上で、規格の統一化を図っていく
ことが高性能化と低価格化の観点から重要
である。具体的には、我が国が技術的優位
を保持する観点から、自動車用電池の性
能・安全性等について今後、規格の統一化
を図る。

ISO（国際標準化機構）やＩＥＣ（国際電
気標準会議）などの場において、自動車
用電池の規格の統一化に向けた取組
みを随時、実施中。

（進捗状況）
自動車用リチウムイオン電池について、2007年
から検討中の国際的な規格案が、2011年中に
正式な規格になるよう取組みを実施中。

（評価指標）
ISO/IECでの国際標準化活動における、我が国
の意見等の提出状況及び採択状況(2011年
中)。

（当該指標の設定についての考え方）
ISO/IECでの国際標準化活動における我が国の
意見等の提出状況及び採択状況により、我が国
の国際標準化活動における主導性が判断可能
と考えられる。

２．環境
・ＬＥＤ照明の国際標準化の推進
（予算措置なし）

ＬＥＤ照明に関して、省エネ性能等を評価す
るために必要な測光方法の標準化を進め
る。

＜国際規格原案関連研究・開発、ＪＩＳ
原案検討＞
平成２２年４月～

＜測光方法の実用化検証、ＪＩＳ原案審
査＞
平成２３年４月～

＜国際規格への提案＞
平成２３年度できるかぎり早期

（進捗状況）
・工業会や学会など関係団体とともに国際規格
原案関連研究・開発、ＪＩＳ原案検討に向けた体
制を調整中。

（評価指標）
・LED照明器具の出荷台数（国際規格への提案
後、毎月）

（当該指標の設定についての考え方）
・「良いもの」が「良い」と正しく評価される共通の
「ものさし」をつくることにより、日本の高品質なＬ
ＥＤ照明の普及が拡大すると考えられる。

２．環境

・国内クレジット制度の更なる推
進
（約３億円）

○地方自治体等との連携強化により、国内
クレジット制度の活用が期待される地域の
中小企業等を対象に排出削減ポテンシャル
の診断・計画作成支援、計画の審査にかか
る費用の一部支援等を内容としたソフト支
援を実施。

○併せて、民間による一層積極的な制度活
用に向けて、簡便かつ的確に計画作成等を
行うための支援ツールの開発等を実施。

＜公募開始＞
平成２２年２月中予定

＜公募受付締切、事業の採択・認定、
事業開始＞
平成２２年３月予定

（進捗状況）
国内クレジット制度における排出削減事業計画
案提出数　２４８件　（平成２２年１月１８日時点）

（評価指標）
・ＣＯ２排出削減効果（随時把握）
・投資額（随時把握）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、中小企業等における排出
削減への取組が進展し、ひいては我が国の排
出削減の進展に繋がるものと考えられる。合わ
せて、同取組に伴う設備投資により経済活性化
に繋がるものと考えられる。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
・低炭素型雇用創出産業の国内
立地の推進
（297.1億円）

国際的な競争の激化や円高圧力の中、我
が国が世界最先端の技術力を持ち、将来の
成長が見込まれるリチウムイオン電池・LED
照明などの環境・省エネ産業の国内立地を
支援し、グリーン雇用を創出する。

2月中、公募を行い、3月末までに交付
決定の予定。

（進捗状況）
2月中、公募を行い、3月末までに交付決定の予
定。

（評価指標）
本事業との関連性の高い調達・輸送・販売部門
等を含む総合的な波及効果（雇用者数）を評価
する。
(交付要綱により、補助事業者の毎会計年度終
了後に雇用創出の状況について報告を求めて
いることから、補助事業終了後・雇用要件達成
まで毎年度フォローアップを行う）。

（当該指標の設定についての考え方）
本施策の実施により、我が国が世界最先端の
技術力を持ち、将来の成長が見込まれる低炭素
型産業の国内立地を支援し、グリーン雇用の創
出につながると考えられる。

①ＪＢＩＣと市中銀行が協調融資によりバイ
ヤーズクレジットを行う際、市中銀行分の信
用リスクに係る貿易保険の付保率を最大１
００％に拡大

平成２１年１２月に運用改善を行い、実
施中。

（進捗状況）
これまでに１０件程度の案件の相談が寄せられ
ている。

（評価指標）
民間セクターのリスク軽減によるファイナンス実
績(半年ごと)

（当該指標の設定についての考え方）
本施策の実施により、民間金融セクターのリスク
軽減が図られ、海外バイヤーひいては我が国か
らの輸出促進に対するファイナンスの円滑化に
つながると考えられる。

②システム輸出に係る海外プロジェクトに係
る我が国企業の出資に対する海外投資保
険について、現在対応している非常リスクに
加え、相手国の政策変更に伴うリスクを幅
広くてん補する等、事業リスクのてん補の範
囲を拡大

＜事業開始＞
平成２１年度内に制度改正を実施し、遅
くとも平成２２年４月１日から適用する予
定。

（進捗状況）
ー

（評価指標）
民間企業による海外投資促進によるファイナン
ス実績（半年ごと)

（当該指標の設定についての考え方）
本施策の実施により、我が国企業の新たな投資
促進につながると考えられる。

２．環境

・低炭素型・環境対応インフラ等
のシステムの海外展開等の推
進など海外での地球温暖化対
策事業の強化等

貿易保険を活用した民間分野の
リスクファイナンスの取組の強化
（－）
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
・低炭素型・環境対応インフラ等
システム海外展開支援(799百万
円)

「鳩山イニシアティブ」の具体化にも資する、
低炭素型・環境対応インフラ／システム型ビ
ジネスの海外展開の促進に向けて、分野
別・地域別基本設計書の作成、実施可能性
の検討のための調査、コンソーシアム形成
の支援体制に関する検討、海外展開を円滑
化するための環境整備等の実施。

２月２６日に公募〆切り後、年度内に事
業開始

（進捗状況）
公募開始

（評価指標）
コンソーシアムの形成件数（事業終了後）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、低炭素型・環境対応イン
フラ分野において、新興国での新たな受注につ
ながる。

２．環境
・我が国企業による資源上流権
益の確保に向けた支援の強化
（ー）

○（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（Ｊ
ＯＧＭＥＣ）による、金属鉱物（レアメタル等）
分野における開発・生産段階にある鉱山権
益等の取得に対する支援制度を創設する。

○また、石油・天然ガス及び金属鉱物（レア
メタル等）の上流権益確保支援の原資とし
て、ＪＯＧＭＥＣによる政府保証借り入れを可
能とする制度改正を実施する。

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構法の一部を改正する法律案
を、2月12日に閣議決定した後、国会に
提出済み。

（進捗状況）
2月12日閣議決定済。

（評価指標）
・ＪＯＧＭＥＣの支援を伴う我が国企業の資源上
流権益確保の進展（採択件数等）
・評価は、法律施行後、約１年を目処に案件毎
の進捗状況を評価。

（当該指標の設定についての考え方）
今般の法改正により、我が国企業の資源上流
権益確保に対するＪＯＧＭＥＣの支援機能が強
化されることから、当該指標を設定した。

２．環境
・ レアメタル確保支援（レアメタ
ル探査の加速）
（2億円）

○広域から鉱床の有望地を絞り込む衛星画
像を解析する技術（リモートセンシング利用
技術）を活用し、これまでごく一部の地域で
しか実施していないレアメタルを対象に、資
源の賦存が大いに期待されるアフリカのサ
ブサハラ以南及び南米等の地域の探査を
行う。

＜入札公示開始＞
平成２２年２月末予定

＜開札＞
平成２２年３月中旬予定

＜事業開始＞
平成２２年３月下旬予定

（進捗状況）
２月末の入札公示に向け作業中。

（評価指標）
・世界各地域におけるレアメタル賦存可能性に
かかる情報の蓄積

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、世界各地域におけるレア
メタル賦存の情報が集まることから、当該指標を
設定した。評価は、約１年を目処に行うものとす
る。

49



対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
・レアメタル確保支援（レアメタル
国家備蓄の強化）
（１億円）

○次世代自動車や太陽光パネルなどの製
造に欠かせないレアメタルのうち、①近年需
要が急増し、②特定資源国への依存度が
高く、かつ、③短期的な供給障害が懸念さ
れる、鉱種の備蓄をJOGMECが行うために
必要な経費を補助する。

<交付決定・事業開始＞
平成２２年３月上旬予定

（進捗状況）
省令及び交付要綱改正後速やかな交付決定に
向け作業中。

（評価指標）
緊急時対応能力の強化（備蓄を実施した鉱種の
備蓄日数）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施は、備蓄日数目標値達成のため
の支援となり、レアメタル国家備蓄の増強が図ら
れ、緊急時対応能力が強化されることから、当
該指標を設定した。評価は、法律施行後、約1年
を目処に行うものとする。

２．環境
・再生可能エネルギーの全量買
取に関するプロジェクトチームに
おける検討

国民負担の在り方や電力系統安定化対策
など、再生可能エネルギーの全量買取に関
する多様な論点について、有識者をはじめ、
広く関係者からの意見を聞きながら検討を
進める。

プロジェクトチームは、平成２１年１１月
に立ち上げ済。本年3月を目途に、中間
とりまとめ（制度の選択肢（オプション）を
提示）。

（進捗状況）
＜これまでの検討状況＞
１１月６日　第１回プロジェクトチーム会合
その後、意見募集を行い、ヒアリング対象を選定
１１月３０日　第１回ヒアリング
１２月３日　第２回ヒアリング
１２月８日　第３回ヒアリング
１２月１０日　第４回ヒアリング
１２月２２日　第５回ヒアリング
１月４日～１１日　第１回全量買取海外調査
１月１７日～２３日　第２回全量買取海外調査
１月２８日　プロジェクトチーム会合
（ヒアリング結果報告、海外調査報告等）

＜今後のスケジュール＞
プロジェクトチーム会合
（買取費用等の分析、技術開発動向等）
３月目途
プロジェクトチーム会合
（中間とりまとめ：オプション(選択肢)提示）
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
・建築物の省エネ判断基準の見
直し

エネルギーの使用の合理化に関する法律
に基づく「建築物に係るエネルギーの使用
の合理化に関する建築主等及び特定建築
物の所有者の判断の基準」を強化した新基
準を検討

「第２回地球温暖化・エネルギー関係で
の経済産業省と国土交通省による合同
ワーキングチーム」において、国交省・
経産省共同の検討委員会を速やかに
設置し、建築物全体でのエネルギー消
費量を総合化した基準の策定を行い、２
年後の施行に向けて周知徹底等を実施
することについて合意(平成２１年１２月
２５日)

（進捗状況）
見直し内容を現在検討中

（評価指標）
建築物の省エネ性能の向上

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、建築物の省エネ性能の向上の一
層の促進が図られることから、これを指標として
設定（具体的な算定方法については今後検討）

２．環境
・自動車の燃費基準の強化

乗用車について、２０２０年に向けた新たな
燃費基準に関し、検討を行う。

＜乗用車燃費に関する現状整理＞
2010年（平成22年）春頃まで

＜審議会等における検討開始＞
2010年（平成22年）春頃

＜審議会等における取りまとめ＞
2011年（平成23年）春頃

（進捗状況）
左記事業開始までのスケジュールに従い、乗用
車燃費に関する現状整理を実施。

（評価指標）
・燃費の改善度（毎年６月末）

（当該指標の設定についての考え方）
本施策の実施により、各メーカーが燃費基準の
目標達成に向けた開発等を進めるため、燃費改
善につながると考えられる。

２．環境
・白熱電球の２０１２年までの省
エネランプへの生産切替えの推
進

家庭等で使用される一般的な白熱電球につ
いて、2012年を目途に、電球形蛍光ランプ
やＬＥＤ電球など省エネ性能の優れた製品
への切替えを実現する。

<省エネあかりフォーラムにおけるフォ
ローアップ＞
平成２２年秋目途

（進捗状況）
ー

（評価指標）
電球型蛍光ランプの生産・出荷数（平成２２年の
フォーラム設立以降年１回程度）

（当該指標の設定についての考え方）
本施策の実施により、各メーカーが省エネ性能
の高いランプの生産を進め、照明分野における
省エネにつながると考えられる。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境 ・２００Ｖ化

家庭内における電気供給の２００Ｖ化を推進
を検討する。

（進捗状況）
住宅版エコポイント制度で、発行されたポイント
をすぐに別の工事などに充当できる即時交換制
度に、200v化の工事を含めた多様なリフォーム
工事を対象とする。

（評価指標）
200vを可能とする電力配線の普及率
　
（当該指標の設定についての考え方）
200vを可能とするインフラ整備の進捗状況を把
握する。

３．景気

・「景気対応緊急保証」の創設等
8,641億円（財務省分8,315億円
含む)
　（１）「景気対応緊急保証」の創
設
　（２）保証枠

　

・平成22年3月末で期限を迎える信用保証
協会の緊急保証を、「景気対応緊急保証」と
して強化。
・ 現行の緊急保証と併せて36兆円の枠（＋
６兆円）とし、平成23年３月末まで実施。

平成２２年２月１５日より開始（従来の
「緊急保証」から「景気対応緊急保証」
への切り替え）。

（進捗状況）
　９４万件。１８兆円（平成２２年２月１０日現在）
※「緊急保証」の実績

（評価指標）
・中小企業資金繰りＤＩ（日銀等）（日銀のデータ
は４半期毎）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施は、売上減少等苦しい状況にある
中小企業の資金繰りを支援するものと考えられ
る。

３．景気

・セーフティネット貸付け等の延
長・拡充
　1,359億円(財務省分532億円
含む)
　（ア）期限の延長・枠の拡充
　（イ）日本政策金融公庫等の金
利引下げ措置等の継続・強化

・ 平成22年3月末で期限を迎える日本政策
金融公庫や商工組合中央金庫のセーフティ
ネット貸付について、雇用維持・拡充のため
の金利引下げの強化（▲0.1%→▲0.2%）等を
実施し、21兆円の事業規模（＋4兆円）で、
平成22年度末まで実施。

現在実施している業務を延長するため
の要綱・告示改正を平成22年3月までに
実施する。
金利引下げ措置等の継続・強化につい
ては、要綱改正等を行い、平成２２年２
月１５日より開始。

（進捗状況）
　３７万件、８兆円（平成２２年２月１０日現在）

（評価指標）
・中小企業資金繰りＤＩ（日銀等）（日銀のデータ
は４半期毎）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施は、売上減少等苦しい状況にある
中小企業の資金繰りを支援するものと考えられ
る。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

３．景気
・中小企業支援施策の「ワンス
トップ・サービス・デイ」の開催

・年末に、関係機関の協力の下、利用者が
一つの窓口で必要な各種支援サービス（資
金繰り相談、新事業展開などの経営相談、
雇用調整助成金の相談など）の利用ができ
るよう、「ワンストップ・サービス・デイ」を開
催。

・年度末に向けて、再度、ワンストップ・サー
ビス・デイを開催するとともに、信用保証協
会、日本政策金融公庫、商工組合中央金
庫、商工会議所、商工会による金融に特化
したワンストップ相談会「中小企業金融合同
相談会」も開催する予定。

＜実施済み＞
平成21年12月14～29日

＜第2回＞
平成22年2月22日～3月26日
47都道府県の68都市で、合計95回開催
予定。
（中小企業金融合同相談会：2/22の週
から3月上旬に開催予定。）

＜今後の取り組み＞
　第2回終了後、できるだけすみやか
に、相談内容の集計・分析を行うととも
に、経済産業局と関係者会議を開催し、
相談内容の共有化を図ることにより、今
後の施策改善につなげていく。
　また、公的金融（日本政策金融公庫、
商工組合中央金庫、信用保証協会）の
本支店及び全国各地のすべての税務
署において開催案内のポスターを掲示
する予定。

（進捗状況）
・開催案内を経済産業省、厚生労働省ＨＰに掲
載するとともに、公的金融、全国各地の税務署
において、開催案内ポスターを掲示予定。
・2月第3週に政府公報を活用し、全国5紙、ブ
ロック3紙、地方64紙にワンストップ・サービス・デ
イの開催案内を掲載。
・47都道府県の62都市で、合計96回の「ワンス
トップ・サービス・デイ」を開催。
・ワンストップ・サービス・デイの相談実績
（12/14-29）
合計で1221の事業者から1802件の相談があっ
た。主な相談は金融896件、経営全般250件、知
的財産185件、雇用調整助成金116件、農商工
連携・地域資源・新連携、販路開拓104件。
・年度末に向けて、2/22-3/3と3/22-3/26で一回
ずつ、全都道府県の合計68都市で、合計95回開
催予定。

（評価指標）
・来場者数、相談者の満足度（2/22-3/3と3/22-
3/26で一回ずつ）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、一カ所で中小企業者の
様々な相談に対応できることから、中小企業者
の利便性が高まると考えられる。

３．景気

・日本政策投資銀行等による
「危機対応業務」の延長等（－）

・ 産業活力の再生及び産業活動の革新に
関する特別措置法に基づく出資円滑化制度
の延長（平成22年3月末→平成22年9月末）

現在実施している業務を延長するため、
平成22年3月下旬を目処に政令及び告
示を一部改正予定。

（進捗状況）
・１件（平成２２年２月１５日時点）

（評価指標）
・中堅・大企業の資金繰りＤＩ（日銀）（四半期ご
と）
・全国企業倒産集計(帝国データバンク等）（特
に、上場企業倒産の動向調査）（毎月、上場企
業倒産動向調査は年二回）

（当該指標の設定についての考え方）
本制度の実施は、上場企業の資金繰りを支援
し、倒産抑制につながると考えられる。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

３．景気
・デフレに伴う実質金利高の軽
減制度
　500億円(財務省260億円含む)

・デフレ経済下で、長期の設備投資等を行う
企業に対し、危機対応業務のスキームも活
用しつつ、民間金融機関及び政府系金融機
関からの借入金利について、２年間、物価
下落に対応して（*）、0.5%の引下げを図る。
（金利引下げの融資規模：民間金融機関も
活用できる危機対応業務のスキームを通じ
た融資3.7兆円、日本政策金融公庫1.3兆
円）
(*)物価については、半期ごとに、消費者物
価が前年に比して下落しているかによって、
主務大臣が判断を行い、引下げを各機関に
指示

制度要綱の新設や告示改正を実施し、
平成22年2月15日より開始。

（進捗状況）
・開始したばかりであり、実績のデータはまだな
い。

（評価指標）
・設備投資計画（日銀等）（四半期ごと）など
・機械受注統計（内閣府）(毎月）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施は、企業の設備投資の下支えに
なると考えられる。

３．景気

・既往貸付の返済負担の軽減
1,142億円(財務省分1,142億円
含む)

・デフレ経済下で、既往貸付の返済負担に
苦しむ中小企業に対する民間金融の条件
変更に積極的に対応するため、信用保証制
度を支える日本政策金融公庫の財政基盤
を強化。

信用保証協会は、民間金融機関の条件
変更に対して積極的な対応を実施中。

（進捗状況）
　２２万件、３兆円（平成２１年１２月末現在）

（評価指標）
・中小企業資金繰りＤＩ（日銀等）（日銀のデータ
は４半期毎）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施は、売上減少等苦しい状況にある
中小企業の資金繰りを支援するものと考えられ
る。

３．景気

・為替変動により影響を受ける
地域・中小企業の支援（海外販
路開拓）
（4.9億円）

地域の産業集積が有する潜在力を活かし、
海外市場の開拓・獲得のために行う、海外
展示会の出展やミッション派遣など、海外で
の販路開拓のための活動を支援。

1月12日～2月8日まで公募。
2月末採択予定。

（進捗状況）
2月末の採択に向けて準備中。

（評価指標）
事業終了後（来年度末）にフォローアップを行う。
・展示会の開催回数及び参加者数、商談数、商
談契約数（契約見込数や商談継続数を含む。）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、円高などの厳しい経済環
境下において、国際競争力を持つ地域産業の
海外販路の拡大につながると考えられる。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

①貿易保険が付保された中小企業輸出代
金債権の流動化

＜事業開始＞
平成２１年度内に制度改正を実施し、遅
くとも平成２２年４月１日から適用する予
定。

（進捗状況）
ー

（評価指標）
中小企業の債権流動化実績(半年ごと)

（当該指標の設定についての考え方）
本施策の実施により、中小企業に対する融資が
促進され、中小企業の資金繰りの改善につなが
ると考えられる。

②貿易保険による我が国企業の海外子会
社向け資金繰り支援の拡充の延長

既に実施中の平成２２年３月末までの
期限付措置を平成２３年３月まで延長す
ることを、平成２１年１２月に決定済。

（進捗状況）
引受実績：約８，３００億円（平成２１年１月～平
成２２年２月１５日時点）

（評価指標）
我が国企業の海外子会社の資金繰り改善に資
するファイナンス実績(半年ごと)

（当該指標の設定についての考え方）
本施策の実施により、我が国企業の海外子会
社の運転資金の資金繰りの改善につながると考
えられる。

３．景気 ・貿易保険を活用した我が国企
業の海外進出の促進
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

６．「国民潜在力」の発揮

環境・エネルギー分野での制
度・規制改革
・新エネルギー等の導入に資す
る規制改革要望への対応
　　工場立地法の緑地等面積の
一部への太陽光発電施設の充
当
（－）

太陽光発電施設の工場での導入促進を図
るため、工場立地法の緑地等面積の一部へ
の太陽光発電施設の充当について、年度内
に速やかに結論を得る。

＜行政刷新会議＞
平成21年度内に結論を得る。

＜産業構造審議会（工場立地法検討小
委員会）＞
平成22年１月に検討を開始し、同年３月
に取りまとめ予定。

（進捗状況）

＜産業構造審議会（工場立地法検討小委員会）
＞
平成22年1月に第１回、同年2月に第2回小委員
会を開催し検討中。同年3月の取りまとめに向け
て準備中。

（評価指標）
・法令等施行後、１年後にフォローアップを行う。
・特定工場における環境施設としての太陽光発
電施設の設置状況（件数および設置面積）の把
握

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、工場における太陽光発電
施設の導入促進につながったかどうかの評価指
標となるため。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

６．「国民潜在力」の発揮

環境・エネルギー分野での制
度・規制改革
・新エネルギー等の導入に資す
る規制改革要望への対応
　　地熱・工場廃熱の有効活用
に向けた規制の見直し

（－）

 工場等の未利用蒸気を活用する発電設備
について、ボイラー・タービン主任技術者の
選任を不要とするか否かに関し、年度内に
速やかに結論を得る。地熱等を活用するも
のについても安全性の技術的検討を年度内
のできるだけ早期に開始する。

＜行政刷新会議＞
工場等の未利用蒸気を活用する発電設
備について、ボイラー・タービン主任技
術者の選任を不要とするか否かに関
し、年度内に速やかに結論を得る。
地熱等を活用するものについても安全
性の技術的検討を年度内のできるだけ
早期に開始する。

＜総合資源エネルギー調査会電力安
全小委員会＞
平成22年２月頃開催し、工場等の未利
用蒸気を活用する発電設備について、
ボイラー・タービン主任技術者の選任を
不要とするか否かに関し審議し、その後
パブリックコメントを実施した上で結論を
得る。
　併せて、同審議会において地熱等を
活用する発電設備についても安全性の
技術的検討を開始する予定。

（進捗状況）

＜総合資源エネルギー調査会電力安全小委員
会＞
平成22年2月12日に開催し、工場等の未利用蒸
気を活用する発電設備について、ボイラー・ター
ビン主任技術者の選任を不要とするか否かに関
し審議した。今後、パブリックコメントを実施した
上で年度内に結論を得る。
　併せて、同審議会において地熱等を活用する
発電設備についても安全性の技術的検討を開
始した。

（評価指標）
・法令等施行後、１年後にフォローアップを行う。
・工場等の未利用蒸気を利用した発電設備の設
置状況

（当該指標の設定についての考え方）
本規制の見直しにより、工場等の未利用蒸気を
利用した発電設備の新たな設置につながる可能
性があると考えられる。
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（省庁名：国土交通省）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月１６日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用
観光立国の実現に向けた施策
の推進（－）

休暇取得・分散化の促進等による国内旅行
促進、観光圏の整備促進、査証審査体制の
整備を踏まえた中国個人観光査証（ビザ）の
最大限の活用等による外客誘致促進等の
効果的な施策展開を加速

左記の施策展開を加速させるため、以
下の取組を実施中

・国土交通省成長戦略会議
平成２１年１０月に検討を開始し、平成２
２年５月を目途にとりまとめ予定

・観光立国推進本部、ワーキングチーム
平成２１年１２月に検討を開始し、平成２
２年１月～６月を目途にとりまとめ予定

（進捗状況）
・国土交通省成長戦略会議を計８回開催
・平成２１年１２月９日に観光立国推進本部を開
催し、以下のとおりワーキングチームを開催
　１２月１６日：第１回外客誘致ワーキングチーム
　１２月２１日：第１回休暇分散化ワーキングチー
ム
　　１月１４日：第１回観光連携コンソーシアム
　　２月　５日：第２回外客誘致ワーキングチーム
　　２月１６日：第２回観光連携コンソーシアム

（評価指標）
訪日外国人旅行者数（対前年同月比）

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、外客誘致が促進されることから、
訪日外国人旅行者数を指標として設定

１．雇用
建設企業の成長分野展開支援
（－）

建設企業の成長分野展開を図るため、経営
相談窓口における相談体制の拡充、情報の
周知、共有化の促進

・経営相談窓口における相談体制の拡
充
専門家派遣による無料相談回数の拡充
等について、平成２１年１２月１６日に経
営相談窓口（地方整備局等）に通知し、
実施中

・情報の周知、共有化の促進
平成２２年３月に刊行物を発行し、必要
な情報を提供予定
平成２２年３月に事業者の情報交換会
をブロックごとに開催予定

（進捗状況）
・経営相談窓口における相談体制の拡充
３月末時点において、専門家派遣件数及び相談
件数についての状況把握を行う予定

・情報の周知、共有化の促進
現在、刊行物の発行に向けて作業中

（評価指標）
相談体制拡充後の成長分野展開に関する専門
家派遣件数

（指標の設定についての考え方）
本施策により、専門家派遣による経営相談が促
進されることから、その件数を指標として設定
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月１６日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

１．雇用 船員計画雇用促進等事業（－）

海運事業者の計画的な雇用確保を支援す
るため、新たに船員になろうとする者の訓
練、資格取得等に対する支援メニューを重
点化

・平成２１年１２月２５日に船員雇用促進
対策事業費補助金交付要綱を改正し、
実施中
・平成２１年１２月２５日に地方運輸局等
及び事業者団体に施策の周知を実施

（進捗状況）
・平成２１年１２月２５日に船員雇用促進対策事
業費補助金交付要綱を改正し、実施中
・５月末までに、制度の利用状況、海運事業者に
よる採用計画の達成状況等の把握を行う予定

（評価指標）
平成２１年度採用計画に基づく船員雇用者数及
び平成２１年度採用計画達成率

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、平成２１年度若年船員の採用計
画に基づく雇用が促進されることから、当該若年
船員雇用者数及び採用計画達成率を指標とし
て設定。

２．環境

環境対応車への購入補助の延
長
２次補正予算額：
国交省計上分３０５億円
他に経産省計上分２，３０４億円

環境性能の良い新車の買換・購入を促進す
ることにより、環境対策と景気対策を効果的
に実現するべく、自動車運送事業者の環境
対応車への買換・購入に対する支援を１次
補正により行っているところ。当該事業を平
成２２年９月まで継続

【補助金額】
経年車の廃車を伴う場合：
２５万円（登録）、１２．５万円（軽）、１８０万
円（大型）等
廃車を伴わない場合：
１０万円（登録）、５万円（軽）、９０万円（大
型）等

本事業は１次補正予算により平成２１年
６月より実施している事業について延長
するものであるが、２次補正予算分につ
いては以下のスケジュールで実施

＜交付要綱発出＞平成２２年２月1日
＜事務局等の公募開始＞平成２２年２
月３日
＜事務局等の選定＞平成２２年２月１８
日
＜事業開始＞平成２２年３月中（予定）

（進捗状況）
１次補正予算による事業の進捗状況
＜申請件数＞　約２０５万台
（うち経産省分約２０３万台、国交省分約２．０万
台）
＜交付決定件数＞　約１７３万台
（うち経産省分約１７２万台、国交省分約１．２万
台）

（評価指標）
・新車新規登録・届出台数
・新車登録台数におけるエコカー比率

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、環境性能の良い新車の買換・購
入が促進される効果が得られることから、これを
指標として設定
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月１６日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
省エネ法に基づく燃費規制によ
る更なる燃費改善

現在の２０１０年度（平成２２年度）燃費基準
よりも更に厳しい２０１５年度（平成２７年度）
燃費基準の達成に向けた燃費改善を促進

・２０１５年度（平成２７年度）燃費基準に
ついては、２００７年（平成１９年）２月に
決定・公表済。各メーカーでは目標達成
に向けた開発等を継続中
・２０１５年度（平成２７年度）燃費基準に
対応した燃費表示を２０１１年（平成２３
年）４月に本格実施予定

（進捗状況）
乗用車について、目標年度（２０１５年度）におい
て、２００４年度（平成１６年度）実績値と比べて２
３．５％の燃費改善見込

（評価指標）
燃費改善度

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、各メーカーが燃費基準の目標達
成に向けた開発等を進めるため、燃費改善につ
ながると考えられることから、燃費改善度を指標
として設定

２．環境
３．景気

住宅版エコポイント制度の創設
２次補正予算額：
国交省計上分３３３億円
他に経産省、環境省計上分６６
７億円

以下の取組に対して、住宅版エコポイント
（多様な商品・サービスに交換可能なポイン
ト）を発行することにより、環境対応住宅の
普及を促進

・エコ住宅の新築
省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
または省エネ基準を満たす木造住宅
※平成２１年１２月８日～平成２２年１２月３
１日に建築着工したもので、平成２２年１月２
８日以降に工事が完了し、引き渡されたもの
に限る。

・エコリフォーム
窓の断熱改修、外壁・天井または床の断熱
材の施工等
※平成２２年１月１日～平成２２年１２月３１
日に工事着手したもので、平成２２年１月２８
日以降に工事が完了し、引き渡されたもの
に限る。

＜事業内容の周知＞
国交省・経産省・環境省のホームページ
において制度概要を公表（平成２１年１
２月１７日　「住宅版エコポイント制度の
概要について」ホームページ開設、同年
１２月２４日、平成２２年１月１５日　制度
概要を更新等）

＜事務局等の公募＞
平成２２年１月７日　公募開始
平成２２年２月４日　事務局等の選定
・基金設置法人：一般社団法人環境
パートナーシップ会議
・事務局：環境対応住宅普及推進コン
ソーシアム　（株式会社電通、一般社団
法人住宅瑕疵担保責任保険協会、凸版
印刷株式会社、株式会社ＪＰメディアダ
イレクト、株式会社ＪＰ物流パートナー
ズ、株式会社ベルシステム２４、トランス
コスモス株式会社）

＜ポイント申請開始＞
平成２２年３月上旬頃に実施

（進捗状況）
３月上旬にエコポイントの申請手続きが開始で
きるよう現在準備中（問合せ件数：1日２００～３０
０件）

（評価指標）
エコ住宅の新築のポイント申請件数、ポイント発
行件数・点数
エコリフォームのポイント申請件数、ポイント発
行件数・点数

（指標の設定についての考え方）
本施策により、エコ住宅の新築及びエコリフォー
ムが促進されることから、ポイント申請件数、発
行件数ないし点数を指標として設定
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月１６日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
地域材活用木造住宅振興事業
２次補正予算額：１１億円

地域材を活用した展示住宅の整備等によ
り、木造住宅の供給を促進

＜事業内容の周知＞
国交省のホームページにおいて制度概
要を公表（平成２１年１２月２８日　「地域
材活用木造住宅振興事業について」）

＜事業者の公募＞
平成２２年１月１３日～２月１５日

＜補助金の交付決定・事業開始＞
平成２２年３月に実施

（進捗状況）
３月中に事業を開始できるよう現在事業者の選
定手続中

（評価指標）
地域材を活用した展示住宅の整備件数

（指標の設定についての考え方）
本施策により、地域材を活用した展示住宅の整
備が促進されることから、その件数を指標として
設定

２．環境
建築物の省エネ判断基準の見
直し(-)

エネルギーの使用の合理化に関する法律
に基づく「建築物に係るエネルギーの使用
の合理化に関する建築主等及び特定建築
物の所有者の判断の基準」を強化した新基
準を検討

「第２回地球温暖化・エネルギー関係で
の経済産業省と国土交通省による合同
ワーキングチーム」において、国交省・
経産省共同の検討委員会を平成２１年
度内を目途に速やかに設置し、建築物
全体でのエネルギー消費量を総合化し
た基準の策定を行い、２年後の施行に
向けて周知徹底等を実施することにつ
いて合意(平成２１年１２月２５日)

（進捗状況）
見直し内容を現在検討中

（評価指標）
建築物の省エネ性能の向上

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、建築物の省エネ性能の向上の一
層の促進が図られることから、これを指標として
設定（具体的な算定方法については今後検討）

２．環境
海上交通低炭素化促進事業
２次補正予算額：５０億円

船舶運航事業者等が行う省エネ効果の高
い機器の導入等に対して補助することによ
り、フェリー等の海上交通の低炭素化を促
進
＊対象機器や採択基準については、現在検
討中

＜交付要綱発出・公募開始＞
平成２２年２月中目途

＜事業開始＞
公募（１か月程度）、審査を経て事業開
始予定

（進捗状況）
２月中の交付要綱発出・公募開始に向け、交付
要綱案について関係省庁と協議中

（評価指標）
燃費改善度

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、船舶運航事業者等の行う省エネ
機器等の導入等が促進されることから、燃費改
善度を指標として設定

61



対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月１６日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
グリーン物流パートナーシップ会
議の取組の拡充(-)

鉄道・海運の利用促進等に向けた課題整理
や関係者へのインセンティブ付与等の検討
を行う「モーダルシフト等推進官民検討会
（仮称）」を設置し、モーダルシフトや共同輸
配送等を促進

「第２回地球温暖化・エネルギー関係で
の経済産業省と国土交通省による合同
ワーキングチーム」において、グリーン
物流パートナーシップ会議にモーダルシ
フト等推進官民検討会（仮称）の設置を
合意（平成２１年１２月２５日）

(進捗状況）
平成２２年３月中の「モーダルシフト等推進官民
検討会（仮称）」の開催に向けて調整中

（評価指標）
グリーン物流パートナーシップ会議の会員数

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、物流の低炭素化を促進させると
ともに、荷主・物流事業者のパートナーシップを
働きかけることから、グリーン物流パートナー
シップ会議の会員数を指標として設定

２．環境 「通勤交通グリーン化推進プロ
グラム」の推進（－）

｢グリーン通勤の日｣の設定等により、マイ
カーから自転車、鉄道、バス等への転換を
促進し、ＣＯ２削減に資する地域公共交通に
関する計画を主体的に策定し推進する地域
に対して、「地域公共交通活性化・再生総合
事業」のスキームを活用して、当該取組に要
する費用を国が補助することにより、通勤交
通グリーン化の「トップランナー」を育成

実施中の地域公共交通活性化・再生総
合事業に加え、左記施策展開を加速さ
せるため、以下のとおり追加公募を実
施

＜交付要綱発出＞
既存の地域公共交通活性化・再生総合
事業の要綱を使用し、実施

＜公募開始＞
平成２１年１２月９日

＜公募受付締切＞
平成２１年１２月２２日（第１回）以降、平
成２２年１月末まで随時募集

＜事業の採択・認定＞
平成２１年１２月２５日（第１回）以降、申
請の状況によって、随時認定

＜事業開始＞
平成２２年１月

（進捗状況）
事業認定・交付決定件数：６件（追加分）

（評価指標）
通勤交通グリーン化推進に関する取組を実施し
ている地域数

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、通勤交通グリーン化に関する地
域公共交通総合連携計画を策定する地域の増
加が見込まれることから、当該取組を実施して
いる地域数を指標として設定
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月１６日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境 自動車の燃費基準の強化（－）

乗用車について、２０２０年（平成３２年）に向
けた新たな燃費基準に関し、検討を実施

＜乗用車燃費に関する現状整理＞
平成２２年春頃まで
＜審議会等における検討開始＞
平成２２年春頃
＜審議会等における取りまとめ＞
平成２３年春頃

（進捗状況）
左記の事業開始までのスケジュールに従い、乗
用車燃費に関する現状整理を実施

（評価指標）
燃費改善度

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、各メーカーが燃費基準の目標達
成に向けた開発等を進めるため、燃費改善につ
ながると考えられることから、燃費改善度を指標
として設定

３．景気
下請債権保全支援事業
２次補正予算額：４７億円

下請建設企業等が有する売掛債権につい
て、ファクタリング会社が支払を保証する場
合に、保証料負担に対する助成、ファクタリ
ング会社のリスクを軽減する損失補償を実
施

＜事業内容の周知＞
・平成２２年２月９日　事業に係る基本通
知を発出
・国交省ホームページにおいて事業の
内容を公表（平成２２年２月９日「下請債
権保全支援事業の創設等について」）

＜交付要綱発出＞
平成２２年２月９日

＜ファクタリング会社の選定＞
平成２２年２月下旬予定

＜事業開始＞
平成２２年３月１日予定

（進捗状況）
平成２２年３月１日より事業開始予定

（評価指標）
本事業による保証額の累計

（指標の設定についての考え方）
本施策により、下請建設企業等が有する債権の
保全が促進されることから、その額を指標として
設定
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月１６日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

３．景気

優良住宅取得支援制度（フラット
３５Ｓ）の金利引下げ及び住宅融
資保険の保険料率引下げ
２次補正予算額：４，０００億円

・フラット３５における優良住宅取得支援制
度（フラット３５Ｓ）の当初１０年間の金利引
下げ幅を拡大（平成２２年１２月末まで）
　 現行　０．３％　→対策後　１．０％
※特別な金利引下げ期間は、長期優良住
宅等を含めて当初10年間

・住宅融資保険の保険料率について、更な
る引下げ（０．０５％）を実施（平成２２年１２
月末まで）
※新規参入金融機関の適用金利：
　現行　０．２０％→対策後　０．１５％

＜事業内容の周知＞
住宅金融支援機構において、制度概要
を公表（平成２１年１２月２４日）

＜事業開始＞
２次補正予算の成立（平成２２年１月２８
日）を受け、以下のとおり実施
・フラット３５S
平成２２年２月１５日以降の資金実行分

・住宅融資保険
平成２２年１月２９日以降の資金実行分

（進捗状況）
・フラット３５Ｓ
平成２２年２月１５日より実施
・住宅融資保険
平成２２年１月２９日より実施

（評価指標）
資金実行件数・金額

（指標の設定についての考え方）
本施策により、フラット３５Ｓ等の利用が促進さ
れ、住宅金融の円滑化につながることから、資
金実行件数及び金額を指標として設定

３．景気 住宅取得等資金の贈与に係る
贈与税の特例措置の拡充

住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非
課税措置について、所得制限（２，０００万
円）を付した上で、非課税限度額（現行５００
万円）を、平成２２年は１，５００万円、平成２
３年は１，０００万円に引き上げ

＜「平成２２年度税制改正大綱」閣議決
定＞
平成２１年１２月２２日
＜通常国会に税制改正法案提出＞
平成２２年２月５日
＜適用開始＞
平成２２年１月１日（上記大綱に記載）

（進捗状況）
＜「平成２２年度税制改正大綱」閣議決定＞
平成２１年１２月２２日
＜通常国会に税制改正法案提出＞
平成２２年２月５日
＜適用開始＞
平成２２年１月１日（上記大綱に記載）

（評価指標）
子育て世帯における誘導居住面積水準達成率

（当該指標の設定についての考え方）
本特例により、高齢者の保有する資産を活用し
若年世帯等の住宅取得が促進されることから指
標を設定。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月１６日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

３．景気
建築確認手続き等の運用改善
(-)

建築確認審査の迅速化及び申請図書の簡
素化を図るため、建築基準法における建築
確認手続き等の運用改善を実施

建築基準法施行規則及び関係告示等
の改正については、３月末目途に公布
を行い、６月に施行する予定。現在、パ
ブリックコメントを募集中（１月２３日から
２月２１日まで）

（進捗状況）
「建築確認手続き等の運用改善の方針」をとりま
とめ、平成２２年１月２２日に公表

（評価指標）
構造計算適合性判定の対象物件の建築確認審
査期間

（当該指標の設定についての考え方）
建築確認手続き等の運用改善により、建築確認
審査の迅速化等が図られることから、審査期間
を指標として設定

４．生活の安心確保
災害復旧等
２次補正予算額：国交省計上分
３９２億円

昨年発生した豪雨、台風等による災害及び
過年発生災害について早期復旧と再度災
害防止等を実施

＜事業の採択・認定＞
事業箇所について災害査定及び事業採
択を実施済

＜事業開始＞
平成２２年１月末以降順次

（進捗状況）
本年１月末以降順次実施中

（評価指標）
・実施決定率（実施計画承認済額／補正予算
額）
・補正予算措置後の復旧進度

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、昨年に発生した災害及び過年発
生災害の復旧進度を上げることから、これを指
標として設定
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月１６日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

６．「国民潜在力」の発揮 休暇分散取得等の推進（－）

ワーク・ライフ・バランスや観光振興の観点
から、地域で休暇の分散取得・長期取得を
行う取組等を支援。そのため、観光立国推
進本部の活用をはじめ政府全体の支援体
制を形成

・国土交通省成長戦略会議
平成２１年１０月に検討を開始し、平成２
２年５月を目途にとりまとめ予定

・観光立国推進本部休暇分散化ワーキ
ングチーム
平成２１年１２月に検討を開始し、平成２
２年３月を目途にとりまとめ予定

・休暇シンポジウム～新たな成長戦略と
しての休暇改革～
平成２２年２月２６日開催予定

・休暇取得・分散化促進実証事業の実
施
平成２２年度予算成立後、平成２２年４
月より事業開始予定

（進捗状況）
・国土交通省成長戦略会議を計８回開催
・平成２１年１２月２１日に観光立国推進本部休
暇分散化ワーキングチームを開催
・休暇シンポジウム～新たな成長戦略としての
休暇改革～
平成２２年２月２６日の開催に向けた準備を進め
ているところ。
・休暇取得・分散化促進実証事業（平成22年度
予定）の実施に向けた準備を進めているところ。

（評価指標）
休暇取得・分散化促進実証事業に参画する地
域数

（当該指標の設定についての考え方）
本施策により、休暇取得・分散化促進実証事業
が開始されることから、同事業に参画する地域
数を指標として設定

66



（省庁名：環境省）

対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境

温室効果ガス排出削減・吸収ク
レジット創出支援事業の推進

（「温室効果ガス排出削減・吸収
クレジット創出支援事業」平成21
年度２次補正予算額　20億円）

環境省が平成20年11月に創設した、オフ
セット・クレジット（J-VER）制度を活用して、
中小企業や農林業における新たな排出削
減・吸収分野を開拓する。具体的には、以
下の３つの事業を実施する。

（１）新たなJ-VER創出プロジェクト発掘事業
・新たにJ-VER創出の対象となりうる、排出
削減・吸収分野の事業について、事業費の
補助及びJ-VER制度活用のための申請、第
三者検証受検費用等に関する支援。

（２）地域における先進的なJ-VER創出支援
事業
・すでにJ-VERの対象となっている事業で
あって、地域おこしと一体として取り組んで
いる等の先進的な事業について、事業費の
補助及びJ-VER制度活用のための申請、第
三者検証受検費用等に関する支援。

（３）J-VER制度活用促進事業
・J-VER制度活用のための申請、第三者検
証受検費用等に関する支援。

＜補助事業の執行（JVER創出事業費
の補助）＞
①補助金交付要綱等の策定（～２月中
旬）
②公募（２月中旬～３月中旬）
③補助事業者決定（３月）

＜委託事業の執行（申請・検証受検支
援等）＞
①事業周知（12月下旬～）
②入札公告（２月下旬）
③入札、契約手続き（３月中旬）
④対象事業者募集、申請・検証受検支
援実施

　事業の周知（応募案件の発掘）
・現在、公募開始に向け、交付要綱の確定に向
けた調整等を進めている
・J-VER制度説明会（12月）、メールマガジンで
の周知
・現在実施している事業者支援事業（申請支援、
モニタリング・検証支援）の報道発表において、
事業実施を告知（12月22日）
・都道府県、企業等と個別に相談

（評価指標）
・温室効果ガスの排出削減・吸収量（t-CO2）
・オフセット・クレジット（J-VER）を用いたカーボ
ン・オフセット件数、オフセット量（t-CO2）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、地域の中小企業や農林
業分野において、温室効果ガスの排出削減・吸
収活動が促進され、カーボン・オフセットに用い
るクレジット（J-VER）が創出される。また、カーボ
ン・オフセットの取組を通じて、Ｊ－ＶＥＲの売却
益が中山間地域に還流し、地域振興が図れる。

２．環境

高効率の太陽熱利用システム
の住宅への設置普及に関する
実証事業

（「家庭用太陽熱利用システム
普及加速化事業」平成21年度第
２次補正予算額 15億円）

一般家庭に太陽熱利用システムのリース
（保守・管理を含む）を行う事業者に対して、
同システム（※）の機器・工事費の１／２を補
助することにより、リース料の低減を図る（※
補助熱源機器に要する費用を除く）。3000戸
を対象。

＜交付要綱確定＞
平成22年2月中旬

＜公募開始＞
平成22年2月中旬

＜公募締切＞
平成22年3月上旬

＜事業の採択＞
平成22年3月上旬

＜事業開始＞
平成22年3月上旬

（進捗状況）
関連業界へのヒアリング等を実施し、現在、公募
開始に向け、交付要綱の確定に向けた調整を
進めている。

（評価指標）
CO2排出削減量　[t-CO2/年]

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、一般家庭に太陽熱利用シ
ステムが設置されることで、家庭部門における
CO2排出量の削減につながると考えられる。

67



対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境 排出抑制等指針の拡充

地球温暖化対策の推進に関する法律第２１
条に規定する排出抑制等指針の拡充を図
る。

今年度、第1回検討委員会を開催し(平
成21年12月)、検討を開始した。
まず、廃棄物部門について、年度内を
目標に検討委員会として対策メニュー
（温室効果ガスの排出抑制に資する設
備の選択や使用方法など）及び望まし
い水準をとりまとめ、その後速やかに指
針として位置付ける予定。
産業部門については、順次検討会にお
いて検討を重ね、とりまとめた段階で指
針として位置付ける予定。

現在の指針の普及を図り、事業活動における温
室効果ガスの排出　抑制を進めるため、対策メ
ニュー（温室効果ガスの排出抑制に資する設備
の選択や使用方法など）を分かりやすく解説した
専用のホームページを開設した（平成21年12
月）。

また、特に廃棄物部門及び産業部門を中心に対
策メニュー及び望ましい水準について検討中。

（評価指標）
排出抑制等指針を設定した分野でのCO2排出
量（アウトプット指標）

（当該指標の設定についての考え方）
排出抑制等指針を設定することにより、当該分
野での温室効果ガスの排出抑制が促進され、省
CO2対策の投資が促進される。

２．環境

家電エコポイント制度の改善
（予算額：環境省・経済産業省・
総務省3省合計2321億円（環境
省分794億円））

地球温暖化対策の推進、経済の活性化及
び地上デジタル放送対応テレビの普及を目
的に、対象省エネ家電の購入に対して、
様々な商品と交換可能なエコポイントを発行
する「家電エコポイント」について、以下を実
施。
①適用期限を平成22年12月31日まで延長
（従来は平成22年3月31日まで）
②申請手続を改善
③省エネ基準の見直しに伴い、エコポイント
の対象となるテレビを、より省エネ性能の高
い製品に限定
④エコポイント上の優遇措置を設け、省エネ
効果の高いＬＥＤ電球等の商品交換を促進

＜補助金の交付決定＞
・平成22年2月中に実施予定。

＜申請手続の改善＞
・平成22年4月から実施。

＜テレビの省エネ基準の見直し＞
・平成22年1月に総合資源エネルギー調
査会省エネルギー基準部会小売事業
者表示判断基準小委員会で検討・とり
まとめ。
・平成22年4月予定。

＜LED電球等の優遇措置＞
・平成22年4月から実施予定。

（進捗状況）
・2月7日現在、約807万件の申請を受け付け、そ
のうち申請手続が完了した約694万件、約1,151
億点についてポイントを発行。
・制度開始（昨年5月中旬）から12月下旬におけ
る3品目合計の売上げが前年同期比で1．2倍。
・ＬＥＤ電球等への交換割合は0.18％、交換件数
は1万5千件。（1月末時点）

（評価指標）
・申請状況（申請件数、ポイント発行件数・点数、
ＬＥＤ電球等への交換件数・交換割合）
・3品目の販売状況（台数ベース、金額ベース）
・地上デジタル放送対応テレビ販売に占める対
象製品（新基準において4★以上のもの）の割
合。

（当該指標の設定についての考え方）
・本事業の実施により、対象製品の売上増につ
ながる。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境
３．景気

住宅版エコポイント制度の創設
（予算額合計1,000億円（国土交
通省333億円、経済産業省333
億円、環境省333億円）

以下の取組に対して、住宅版エコポイント
（多様な商品・サービスに交換可能なポイン
ト）を発行することにより、環境対応住宅の
普及を図る事業
○エコ住宅の新築
省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
または省エネ基準を満たす木造住宅
○エコリフォーム
窓の断熱改修、外壁・天井または床の断熱
材の施工等
※エコ住宅の新築については、平成21年12
月8日～平成22年12月31日に建築着工した
もの、エコリフォームについては、平成22年1
月1日～平成22年12月31日に工事着手した
ものが対象となる。(平成22年1月28日以降
に工事が完了したものに限る）

＜事業内容の周知＞
・国土交通省・経済産業省・環境省の
ホームページにおいて制度概要を公表
（H21.12.17　「住宅版エコポイント制度の
概要について」ホームページ開設、
H21.12.24　制度概要更新、H22.1.15発
行エコポイント数等について）

＜交付要綱発出＞
・H22年2月4日

＜基金設置法人・事務局の公募、選定
＞
・平成22年1月７日公募開始、H22年2月
4日公募結果発表

＜エコポイント申請受付開始＞
・平成22年3月上旬にエコポイント申請
手続きが開始できるよう準備中。

＜進捗状況＞
・3月上旬にエコポイント申請手続きが開始でき
るよう準備中。
・問合せ件数：1日200～300件

＜評価指標＞
・申請状況（新築・リフォーム 申請件数、ポイント
発行件数・点数）

＜当該指標の設定についての考え方＞
本事業の効果を客観的に把握することのできる
指標。

２．環境
地球温暖化対策加速化支援無
利子融資事業
(予算額：15億円）

３年間でＣＯ２排出６％削減等の意欲的な目
標を誓約した事業者の地球温暖化対策設
備投資について、環境格付融資を行う金融
機関を通じ、３％（無利子を上限）の利子補
給を３年間行う。

＜交付要綱発出＞
平成22年2月12日

＜補助金の交付決定＞
平成22年2月～3月

＜事業開始＞
交付決定後速やかに事業開始

（進捗状況）
速やかな事業開始に向けて、現在準備を進めて
いる。

（評価指標）
・利子補給を受ける事業者数
・利子補給対象となる地球温暖化対策設備投資
の　    総額
・CO２排出量の削減効果

（当該指標の設定についての考え方）
・本利子補給事業による地球温暖化対策設備投
資の促進効果を示すもの
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

２．環境 チャレンジ２５地域づくり事業
（予算額：40億円）

　二酸化炭素排出量を１９９０年比で25%削
減するため、公共交通の利便性の向上、未
利用エネルギーや自然資本の活用、先進的
技術の導入等の対策を総合的・効果的に実
施し、「こうすれば１９９０年比25%削減が実
現できる」という明瞭なイメージを与えられる
地域づくりを促進する。
　このため、地方公共団体、民間事業者、
NPOなど多様な主体が参画し、25%削減をめ
ざす計画策定や事業への支援ならびに効
果的対策の集中的な導入による地域づくり
の実証事業を行う。

＜交付要綱発出＞
平成２２年１月２８日（二次補正予算成
立日に合わせて施行）

＜公募期間＞
平成２２年２月８日～平成２２年２月２６
日

＜事業の採択＞
平成２２年３月上旬

＜契約締結・交付決定＞
平成２２年３月（事業採択後速やかに実
施）

＜事業開始＞
平成２２年３月（契約締結・交付決定後
すみやかに事業開始）

（進捗状況）
二次補正予算成立に伴い、交付要綱を発出し、
２月８日から事業の公募を開始している。

（評価指標）
・二酸化炭素排出量の削減効果
・雇用創出効果

（当該指標の設定についての考え方）
　本事業は、地域の二酸化炭素排出量を２０２０
年までに１９９０年比２５％削減するために効果
的な取組を実施することにより、地域活性化を
図るとともに、環境負荷の小さい地域づくりを実
現するための事業を支援するものであり、二酸
化炭素排出量削減効果及び雇用創出効果につ
ながると考えられる。

２．環境
中核市・特例市グリーンニュー
ディール基金の創設
（予算額：60億円）

地球温暖化対策推進法の改正（平成20年６
月）に基づき、地方公共団体実行計画の策
定が都道府県・政令指定都市・中核市・特
例市に義務づけられた。
このうち、都道府県・政令指定都市に対して
は、平成２１年度第１次補正予算において、
「地域グリーンニューディール基金」を造成
し、地方公共団体実行計画遂行のため、国
からの財政支援を行っている。同様に計画
の策定が義務付けられている中核市・特例
市において、地方公共団体実行計画の策定
に基づく地球温暖化対策の推進を目的とし
て、「中核市・特例市グリーンニューディール
基金」を創設するものである。

※交付対象は中核市（４１団体）・特例市（４
１団体）

<事業内容に係る説明会＞
平成２１年１２月１６日～２４日

＜交付要綱発出＞
平成２２年１月２８日（２次補正予算成立
日に合わせて施行）

＜交付申請・決定＞
平成２２年２月～３月（各自治体の地方
議会で、基金設置条例が制定された自
治体から順次交付決定）

＜基金造成＞
平成２２年２月～３月（交付決定後速や
かに補助金の支払手続きを行い造成）

＜事業開始＞
平成２２年２月～３月（基金造成を完了
した自治体から順次）

（直近時点の進捗状況）
事業内容に係る説明会を平成２１年１２月１６日
～２４日にかけて、地域ブロック別に開催済み。
交付決定に先立ち、各自治体の事業計画書
（案）を審査中。

（評価指標）
CO2削減量及び雇用創出効果

（当該指標の設定についての考え方）
基金を活用した地球温暖化対策の実施により、
雇用効果を発現するとともに、直接的な二酸化
炭素排出量の削減効果が得られると考えられ
る。
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対策の柱立て 施策の名称 事業の内容 事業開始までのスケジュール
平成22年２月16日時点（直近時点）の進捗状況

評価指標及び設定についての考え方

４．生活の安心確保
災害等廃棄物処理事業
（６億円）

平成21年に発生した豪雨等の災害により、
被害を受けた地域において、市町村等が生
活環境の保全上必要として実施した廃棄物
の収集、運搬及び処分に係る事業に要する
経費の一部補助を追加するために必要な経
費である。

本事業は、当初予算で計上されている
ため、交付要綱については、既に整備し
ており、事業についても、被災市町村に
おいて実施している。

（進捗状況）
　本事業は、市町村等から提出された事業報告
について、財務局立会のもと実地調査により内
容を確認し、事業費を算出することとし、その
後、その実地調査において決定した額の範囲内
において交付申請をすることとなる。
　交付決定については、交付申請受理後速やか
に行うこととしている。

＜事業報告件数＞
　　２６件
＜実地調査済件数＞
　　２６件
＜交付申請件数＞
　　　１件
＜交付決定件数＞
　　　１件

（評価指標）
災害廃棄物処理事業実施数（率）

（当該指標の設定についての考え方）
本事業の実施により、被災した地域における早
期の復旧・復興を図るものである。
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